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｢阿蘭陀通詞」の語学学 習 に つ い て （ 下 ）

－洋学教育史研究のために－

OnLearningofWesternLanguagesby“Orandatsnzi

－JapaneseOHiciallnterpretersofWesternLanguages

intheTokugawaPeriod'，（111）

はじめに

本研究の（上)，（中）として，本紀要第８号，第１０号

に発表した分の梗概にかえて，目次を示す。

一序 章

二阿蘭陀通詞の発生についての考察一Ｈ南蛮貿易

時代に成立した基盤……(二)阿蘭陀通詞役職の発生

について……㈲当初の「阿蘭陀通詞」達など

（以上，本研究（上),大社紀要第８号）

三「阿蘭陀通詞」の職階一Ｈ諸職階の成立……㈲

成立した各職階の内容

四通詞諸家の成立経過（「朋和８年書上由緒書』に

拠る分析）－Ｈ明和８年書上由緒書に拠る，通

詞家の成立経路……倒阿蘭陀通詞，語学学習の形

式的段階

（以上，本研究（中),大社紀要第１０号）

本稿は，この研究の（下）である。従って，章を示す

数字は，上記の続き番号であることを，まず，お断りし

ておく。

五阿蘭陀通詞の語学学習の実際について

さきにも触れたように，阿閲陀通詞の役職は，なによ

りもまず，語学力によって支えられたものであり，ま

た，通詞職が，利権を伴う世襲職であった以上，通詞諸

家において，語学の教授＝学習が，意図的に行なわれな
●●●

かつたわけはなし､')。しかし，この為の組織的教育が考

えられ，企てられたということを，阿蘭陀通詞職成立の

当初に見出すことは出来ない。当事者・関係者の必要．

田中克佳

Ｋ”s"yOs〃Tzz"αﾙα

要求が，歴史の経過する中で，積み上げられ，然るべき

時節の到来までの基盤を，自然発生的に形成していった

というべきであろう。鎖国後かなり後の時代まで状況

は，こうしたものであったと考えられる。

Ｈ奉行による語学学習の命令・奨励・吟味と通詞

もともと通詞は，出島に生活するオランダ人の日常生

活の必要に応え，貿易時期における諸交渉・諸活動に関

与し，貿易時期にもたらされる海外情報たる「阿蘭陀風

訓書」を翻訳し，商館長の江戸参礼の御用を助け，オラ

ンダ側からの，幕府・奉行への訴えを伝え、また幕府・

奉行からくる伝達・命令をオランダ側に伝え、日本側の

輸入依頼品目を翻訳し、キリシタン宗厳嬢の取締りに関

与し，臨時の日本側，オランダ側の意志疏通を仲介す

る，などを，その主な年中行事的役目としていた以上，

[l・耳・口の能力，すなわち，読み・書き・話す能力を

獲得することは，役目上の必然的要請であったと考えら

れる。しかし鎖国直後の語学知識・能力の蓄積状況は，

耳と口の能力，すなわち「口の通弁」が，通詞の能力の

大半を代表するものであったと考えられる。南蛮貿易時

代以来の事情から，ポルトガル語に関しては，少し考慮

さるべきであろうが，特にオランダ語に関してはそうで

あったと考えられる。すなわちその役目の大半は，オラ

ンダ人との直接的面曙によって果されうるものであり，

双方の，ポルトガル語，オランダ語，日本語の使用能

力2)に支えられて果されたものと思われる。

そこで横文字を直接に読み，あるいは駆使せざるをえ
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ない場合の用件は，如何に果されたであろうか。推測に

よるしかないが，例えば，オランダ側からの風説書，パ

タピア総督からの書翰など，ポルトガル語ないしオラン

ダ語で，オランダ人側が読み|ﾙlかせ，あるいは口頭で伝

え，通詞は，耳からきいて11本語化する。逆に，日本側

からの命令・伝達は，日本語を通詞が口訳し，オランダ

人側は，耳で理解して，枇文字化する。当初は，こうし

た場面の連続ではなかったろうか。こうした交渉の中

で，心ある当事者において，知識・能力の蓄積が果され

ていったのではないだろうか3)。

オランダ通詞の横文字学習について，『蘭学事始』は，

「国初より前後，西洋のことにつきてはしかじかのこ

とありて，すべて厳しく御制禁仰せ出されしことゆ

‐ゑ，渡海御免の和蘭にても，その通用の横行の文字，

読み書きのことは御禁止なるにより，（中略)ただ一人

横行の文字読み習ひたしといふ人もなかりしなりき。

然るに（中略）有徳廟（吉宗のこと……註）の御時，

長崎の和蘭通詞（中略）申し合せて談ぜしは，これま

で通詞の家にて一切の御用向取扱ふに，力､の文字とい

ふものを知らず，ただ暗記の詞のみを以て通弁（中

略）あまりに手薄き様なり。なにとぞ我々ばかりも横

文字を習ひ，力､の国の識を読むべきこと御免許（中

略）なし下されたき旨，公へ願ひ奉りしに（中略),速

かに御免を蒙りしとなり。これぞ和蘭渡来ありてのち

百年余にして横文字学ぶことの初めなるよしなり｡」

（緒方富雄校註本，岩波文庫，ｐｐ､12～13．以後，『蘭

学事始』はこれに拠る｡）

と書いている。このことが事実に反するものであったこ

とについては，夙に，先学4)の指摘されていることであ

る。本章の註１に引！‘､た史料「他の通詞らは自分の死後

その子が代りとなることを望んでポルトガル語とその書

き方とを熱心に教えている｡Jにもみられるように，横文

字学習も，当然に行なわれたと考える方が自然である。

通詞の役目から考えても，横文字を学んだことは，当然

の成行きだと考えられる。そしてまた，事実，横文字学

習への奉行からの働きかけ，通詞自身によるその表明

も，確かになされている。次に，これらを整理してみる

ことにする。

（１）奉行の語学学習命令・奨励

①１６７３（延宝元）年１月９日－この日の『日記

（板沢）』に，次の記事があるという。

「長崎奉行（牛込忠左衛門）の命令で，１０才位から１２

才位までの少年数名を，毎日出島に遣して，館員につい

第11号１９７１

てオランダ語を読むことと書くことを稽古させることに

なった5)』（板沢武雄：Ⅱ側文化交渉史の研究,ｐ､133）

（以下，板沢：交渉史，と略す｡）

②１７１５（正徳５）年６月，奉行大岡備前守より達し

の通詞勤方の規定「阿閲陀方通事法度書」６)に。

「一大小通詞は不及''１，口稽古の者に至る迄，都て

通詞は要用の役儀に候，就中大小通詞は通弁能致し，

或は阿蘭陀文字読茜し候聯の儀共専用の事に候，且又

其身持不正しては，其役儀不相応の儀に候，向後御法

度の条々堅相守，厳密に可相務候事」

「一通事の事は不及申候得共，口の通弁専要の事に

候の条，平日稽古不可有油断，阿蘭陀文字の読書共，

仕習候様に可相心得候事

附口の通弁能，阿IMj陀文字の読書等も精出し，相

励て鍛錬の者於有之は，其年令に無差別可有褒美候

事

一自今以後大小通詞の内人数不足出来候節は，阿蘭
守口

陀口能通し，文字の読41Fをも相心得候者共の内を以，

吟味の上可申付之候，雌然，其人柄不宜においては，

尤吟味に及ふへからす候，縦ひ通詞家筋の者たりとい

ふとも，其業未練におしては是又不可及吟味，只今宜

者の儀は，其子供に至りても，親の務に随事可然可申

付儀には候得共，其身恥寛未練にては，大小通詞には

難成事に候条，此等の趣常食相心得，稽古可為専要候

事」７）（「通航一覧巻之148』）

ここには，明らかに，横文字学習のことが，奨励され

ている。
少減デソ

③ちなみに，大槻如‘iIi原著，佐藤栄七増訂，『日本

洋学編年史』（昭40）（以下『編年史」と略す｡）には，

『蘭学事始』の，「これぞ和蘭渡来ありて後百年余にし

て横文字学ぶ事の初め」（１）、１３）の時期を，１７４５（延享

２）年としてある8)。

（２）通詞提出の起請文

１６７１（寛文11）年９月晦日付の，阿蘭陀通事共の起請

文に，

「一私共儀，阿蘭陀通jIf役被仰付難有奉存候上は，

弥無油断阿蘭陀詞稽古可仕候，若言葉不通儀候は魁，

仲間をして致吟味，常点納入可申候事」

「一阿蘭陀文字，南蛮文字書面の通，何様の儀にて

も無繕有体に和解可申上候事」9〕

（以上，『通航一覧巻之148』）

この起請文だけからは，横文字学習の確実な証拠は得

られないように思われる。つまり，前記のように推測す
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る時，片仮名だけによる学習を考えることも出来るから

である。

（３）語学力の吟味（試験）

出烏関係者を相手に，何度か語学力の吟味（試験）が

行なわれている。試験は，通詞職登庸，昇任への有力な

機会でもあった｡次に，この吟味にかかわる史料で，管

見に触れたものを整理してみる。

①１６６６（寛文６）年：「曽祖父楢林新五兵術儀御当

地之者承応年中針Hlll鳥出入被仰付置候処明暦二甲年

儒蛎鶏門様)御立合之節稽古通詞被仰付寛文六午年

（慨言総様)御立合之節出嶋出入之者三百人余被召出
阿蘭陀詞御吟味被遊候処通弁相勤候二付右新五兵衛拾

八歳二而即時二小通詞役被仰付（以下略)」(『明和８年

書上由緒書』，楢林重右術門書上分に拠る｡)'0）（・点，

引用者。以下同じ）

②１６９５（元禄８）年：「曾祖父今村市兵衛（英生の

こと……田中註)儀先帥燕(瀧潔輔)御在勤の
節八月十五日右御両所様御家老八十|鳴武兵衛殿山内文

右衛門殿並御医師御壱人御同道にて出嶋かひたん部屋

へ御出市兵衛儀被召出両かひたん，へとる外科阿間陀

人大小通詞立合阿闘陀詞御吟味並外治通弁の儀御聞被

成無滞相勤申候処同月十九日被召出稽古通詞被仰付翌

元禄九子年六月廿六日(蝋撫)御在勤の節j通詞
被仰付(以下略)」(寛政５年４月，今村文十郎書上由緒

書'')，に拠る。なお，『明和８年書上由緒書』の，今

村家書上分には，この吟味の記述はない｡）

③１７０８（宝永５）年：「父善右衛門儀宝永元申年石

尾河波守様御在勤之節内通詞小頭被仰付相勤居申候処

向武詩(燃灘)御在勤之節薩摩之国屋久島江漂
来仕候異国人御当地江被差送候節南蛮話通弁之者御吟

味被遊候節右通達人数之内被召出其節′出'嶋平日出入

御赦免被遊候」（『昭和８年書上由緒書｣，西敬右衛門

書上分に拠る｡）

④１７１５（正徳５）年：前掲（閏の(1)の②）の「阿閥

陀通詞法度書」には，

「一自今以後大小通詞の内，人数不足出来候節は，

阿開陀口能通し，文字の読事をも和心得候者此の内

を以，吟味の上可申付之候，雌然，其人柄不宜におい

ては，尤吟味に及ふへからす候，縦ひ通詞家筋の者た

りといふとも，其業未練においては是又不可及吟味，

只今宜者の儀は，其子供に至りても，親の務に随事可

然可申付儀には候得共，其身畢寛未練にては，大小通

詞には難成事に候条，此等の趣常を相心得，稽古可為

専要候事」（｢通航一覧巻之148』）

と，通詞職昇進の為の必須条件としての語学力試験及び

受験の資格等が，詳しく述べられている'2)。

⑤１７６８（明和５）年11月29日の「日記（板沢）』の

記事に。

「奉行石谷備後守が商館長に命じて通詞全部のオラン

ダ語を試験せしめたことが見える。先づ最近任命され

た通詞からはじめて，大通詞小通詞及び稽古通詞まで

及ぼすと1,,ふことで商館長は面倒くさがって書いて

いる｡」（板沢武雄：蘭学の意義と蘭学創始に関する二

三の問題国，『歴史地理』第59巻第５号，ｐ､26）（以

下，板沢：二三の問題，と略す｡）

⑥１７７８（安永７）年２月17日の『日記（板沢）』の

記事に。

「商館長江戸の参府の留守を預る次席館員のHerman

K6hlerが（中略）奉行所役人列席のもとで稽古通詞

および特定の通詞のオランダ語の試験をし（略)」（板

沢：交渉史，ｐ、136）（前項⑤の論文のｐ､２６にも，

同内容の記事がある｡）

（４）其他，幕府・奉行とかかわって，語学力増進に関

連することを備考として，付しておく。

①１６７５（延宝３）年５月28日付，長崎奉行宛オラン

ダ側の書翰に，

「一われわれおらんだ内へ，すこしのくちをもぞん

じたるものをは，ぎよいのよしにてゑらびのけられ

｛侯，とうじこれあるつうじ共，おらんだのくちをしか

とぞんぜず候へは，なにことを申あけたく候へともま

かりならず，めしわくにぞんじたてまつり候，ねがわ

くはおらんだ人に御しやめんを力､うぶり候はも，日本

のくちをすこしづ鯵しらせ，しぜんのときのために，

しかるべきかとぞんじたてまつり候」’3）（『通航一覧

巻之157』）

とある。これに対する日本側の返事は，同年９月20日付

で，

「ことば，つうじかね候よし，承りと陰け候・きよれ

んより，おらんだことば，よくおぼへ候ものを，つう

じやくに，仰付られ(|笑あいだ，おうかたのぎは，つう

じ申べく候・（中略）おらんだ人のうち，日本こと

ば，おぼへ候ものを，其方より，つうじやくにいたさ

れたきのよし，もつともにおぼしめし候・此以後は，

御ゆるし被成候｡｣'4）（古賀十二郎：長崎洋学史（上)，

ｐＰ､５３～54,所引）

という，オランダ側への日本語学習の許可であった。古

、
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賀氏は，これによって，開館に日本語の通弁役ができた

とは考え難い。通詞たちの阿蘭陀語研究に一つの刺戟と

はなったと考えたいとしておられる。

②１７６８（明和５）年11月29日の「日記（板沢）』の

記事に拠れば，

「奉行石谷備後守は商館長に対して通詞のオランダ語

の力を絶えず注意して，随時報告せられたいと申し入

れた」’5）

とある。

③１７７８（安永７）年の２月から３月にかけての『日

記（板沢）」に拠ると，

「商館長江戸の参府の留守を預る次席館員のHerman

K6hlerが稽古通詞にオランダ語を教えたり，試験し

たりしてし､る：すなわち2.17の条には，出島の乙名の

部屋でVlissingenの簿記を教授し，2.19の条には，奉

行所役人列席のもとで稽古通詞および特定の通詞のオ

ランダ語の試験をし，2.25の条には,助役のGrcenberg

をして教授させ，2.28,3.1,3.7の条禽にも来島学習

した記事が見える｡｣'6）

とある。

（註）

１）『長崎オランダ商館の日記』（村上直次郎訳，岩波書店）

（1641.6.25から1654.10.31まで。以下，『日記』と略す

が，他の訳者あるいは他の期間に属する場合は，訳者名

を付して区別する。例えば，板沢武雄訳の場合，『日記

（板沢）』といった風に｡)の，1644.5.25の記事に，（南

部一件で，オランダ人10名の通訳を勤めた孫兵術殿，伊

兵衛殿を除いた，長崎の－田中註）「他の通詞らは自分

の死後その子が代りとなることを望んでポルトガル語と

その謡き方とを熱心に教えている。彼らはオランダ人が

益を尊重され，貿易は拡大することを信じているからで

ある｡」とある。

ここで，「ポルトガル語」とあるのは，やがてオラン

ダ語中心へと変わってゆくにしても，鎖国直後の対西洋

交渉の中心的通用語は，依然としてポルトガル語であっ

たからである。

２）日本人側の使用可能語については，本研究（上）（本紀

要第８号，ｐ､73）に少し触れたが，オランダ側の日本

語能力の一端を窺えるものとして，『日記」の1641.10.

22に，「賄方助手ヒッケ・エルセルトは日本語に相当熟

達し」とある。

３）①幕府・奉行の命令書の翻訳にかかわって，以上の事

情を推測する材料を，『日記』によって探ってみる。

○1643.12.21：陛下の命令書を送られ，これを我らに読

聞かせ，また完全に我らの国語に訳すことを命じ，今

日我らを彼の邸に招いて，陛下並に重臣の意志を正し

く了解したかを尋ねた上，更に差図すると伝えた。

○1648.11.6：正午，スヌーク君と共に権八殿の邸に行

き，筑後殿と両奉行の前に呼出されて次の文を読み聞

かされ，通詞がそれを口訳した。（中略）裏面にポル

トガル語訳文を添えた日本語文書に署名して提出する

と答えて島に帰った。

○1652.5.22：通詞ら来訪。陛下の命により（略）予に

渡された会社（略）に関する規則の翻訳は，通詞助左

衛門や吉兵衛の病気のため遅れたが，そのために明日

一同商館に来る旨，話した。

○1654.3.19：皇帝の命令書（略）を与えられ，（略）

命令書は通詞にオランダ語に翻訳させるために受取っ

て退出した。

○同．３．２５：１９日宮中で下された陛下の命令を認めた

ものを渡し，通詞に緩食読んで翻訳し，予に渡すこと

を命ぜられた。

○同．５．１３：八左衛門外通詞一同来館，皇帝の命令書

と，尾張，美濃両侯と筑後様の注文書をオランダ語に

訳することを命じた。

○同．６．１１：今日通詞一同を召集したが，八左衛門と

孫兵衛のみが（略）来たので，（略）尋ねたところ

（略）翻訳は，吉兵衛が外出するようになって始ある

と言った。

○同．７．２：それから江戸からの書類の翻訳にかかっ

たが，去る３月19日宮中で渡された文書は（略)。

〔板沢武雄氏は，「二三の問題｣の中で,『日記(板沢)』

の1644.8.2の記事に，

「通詞Koffioyedomne，Dimbioyedonne（猪股伝兵

衛か）等が長崎奉行馬場三郎左衛門よりの命を受けて

蘭館に至り，台湾其の他天主教関係の事情を商館長に

尋ね，その聞書をとった。そのところにditvoorver-

haeldewirdbydetolkeningeschriftgesteld

datonsdedenonderteeckneenとあり，前後の関

係から通詞の手によりて蘭語にて認められ，それに商

館長が署名したやうに考へられる｡Ｊ（ｐ､19）

といっておられるが，果して如何なものであろうか。

なおまた，1787年段階に関して

「日本官憲からオランダ商館長に与へた重要な公文書

は日本文の正文に通詞（年番訳司）の訳文を添へた。

海牙文書館所蔵のものに包紙に『天明七年（１７８７．．･田

中註）末八月十七日於御年番所御渡被成候砂糖直段之

儀二付被仰渡候御雷付壱通」と題した奉書巻紙に認め

たものがある。

（書付の全文略す。－田中）

右訳文は印刷に困難故省略するが，相当複雑な文章

を語法綴字等は多少いかがはしし､所もあるが，立派に

毛筆で書いてゐる。署名の通詞はNisikijemon，

Katsjemon，Jokoozaek，NamraMotuisiroo，

KobajasiSimbe,Ｎ･Ｚ.Ｂ・Zimby,SigeSesnoskii，

Ｔ､Ｌ・Monsuro，MotogiEnosin'である。このうち

の誰かの起草にかかったものと思ふ』（同上書，ｐｐ.⑩

～21）

と述べられている｡〕

②「阿蘭陀風説書」の翻訳にかかわって，これを探っ

てみる層

１）『日記」の中に。

○1641.7.24：（オランダ側が奉行に風説を伝え，それ

をもとに奉行は長い文書を作り，それに）誓約した通

詞三人と会社の通詞二人とが，我らから聞いた風説で

ある旨を記して署名した。（（）内，田中要約）

○1641.11.8：書翰及び口頭で得た海外の情報を奉行に

通知することを命ぜられ，直ちに通詞に話した。

なお，板沢氏に拠れば，「阿蘭陀風説書」の起源とし

て，1643年を，文献に現われた，極めて早い方に属する

ものとされている（古賀十二郎氏も同様。『長崎洋学史

（上)』．ｐ､63）が，『日記」のこの記事は，さらに早い
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の語学学習について（下）５５「阿蘭陀通詞」の言

時期を示すものにならないか。（板沢：交渉史，ｐ,183

参照｡）

２）「通航一覧」「阿閥陀国部○御奉公筋」（巻246～

248）の中に，延宝３（1675）年７月５日から，享保５

（1720）年７月22日までの，４５通ほどの風説書が掲げら

れているが，その大半が，
●●

「右之趣，二人之カピタソ立合申IMjl候通，和解差上巾

候，以上通詞署名」（傍点‘田中，以下同じ）
と大同小異の締めくくりの形式をⅢい，元禄３（1690）

年８月22口のもののみが，
■●■

「右之趣，二人之カピタン読'111せ候通，和解差上申

候，以上通詞共」

となっている。そして，この「読聞せ」という表現が，

事実のリアルな表現であるとみれば，本文の推測は，よ

り確かなものとなるように思われる。

③その他，『日記」の記事を探ってみる。

○1648.9.22：朝，前記の弁明書を通詞が日本語に訳

し，スヌーク君が署名した。筑後殿に招かれて三郎左
衛門邸に行き，（略）帰館後通詞に弁明書中明瞭でな

いところを改めさせ，スヌーク君の署名を付し（略)。

○1652.4.13：正午過ぎ通詞伝兵衛が奉行の命を受け

て，二通の書翰を奉行邸で読むためにオランダ人二人

の派遣を求めた。右の灘翰は（略）難破した南京船臨

検の時に発見され（略)。（直ちに商館員二人を遣わし

た。そして…田中註）右聾翰が二通ともオランダ人の

であることを知った。

○1652.11.298安海の船が既に出帆の準備を終ったの

で，総督閣下とタイオワンの長官並びにファン・デル

・ブルフ耐宛の識翰とその日本語訳文に，通詞たちと

予と署名したものを添えて，曹右衛門殿に差出し，同

船に托する蘭:可を求めたところ，速力､に返されたので

（略)。

以上，材料を集めてみたが，確定できるほどのものは

ないように思われる。従って，あくまで，推測としてし

か組み上げられない。なお，古賀氏は，前掲書，ｐｐ､６３

～64において，「風説書は，当初余程重く視られたもの

で，この風説書を作成するのが，通詞たちの重要なる任
務であった。これは，甲比丹より聴取するのであるが，

概ね内容が簡単でなく，中には甚だ複雑で且つ分量が多

いので，甲比丹に於てはその手許に内容の手如を作成し

て。之を話し聞かせ，或は其手如を示して，之を書駁ら
せ緬訳せしめた筈と思ふのである。

長崎の蘭訳司中山氏の商孫の家に，風説書が遺存して

ゐる。その中には．紅毛甲比丹の歎願書なども収めてあ

る。例へぱ，延宝４辰（1676..･田中註）１１月21日附『阿

蘭陀文字二而かひたん御訴訟申上ル和ケ」とある。これ

は甲比丹の蘭文にて記せる願嘗の細訳文で，奥醤にも，

『かひたん文字を以て御訴訟申上候趣』云点とある。こ

れも亦闘文和訳の一例として附加しておく｡」と述べてお

られるが，それでも，本文での推測は，明確には否定さ

れえないと思う。当初よりかなりの間，蘭和相互の翻訳

は，蘭和相方の協力に拠ったと考えるべきであると思
う。

なお，杉本勲綱：科学史（山川出版社）に，岩崎克巳

著『前野蘭化」からの引州として，「和蘭風説書」の翻
訳に際して，「オランダ人が通詞に風説書を読んで，こ

れをやさしい言葉に直してやる。これに対して通詞は納

得がいくまで質問を繰返し，その上で『和解」と称する

日本文をつくったのである。このことは原文と「和解」

を比較してみると，「和解」のいいまわしが原文より簡

単になっていたり，ある部分が省略されたり，あるいは

逆に原文にない言葉が加えられていることから，およそ

想像されるところである｡」（ｐ,218）とある。

４）例えば，古賀十二郎：長崎と海外文化（下)，大正15,

ｐｐ,4～5及び長崎洋学史（上)。井野辺茂雄：幕末史の研

究,昭和２，ｐｐ､394～395．板沢：蘭学の発達，昭和８。

（交渉史，所収。ｐｐ,２１～22）など。

５）板沢氏は，「管見にふれた，通詞養成のためのオランダ

語の正式な学習の初見である｡」と述べられて，この記事

の全文を付されているので，次に記す。

９en．comendetolckenonsbekentmaeckenddat

denGouverneurgaetgevondenendegeordoune‐

erthadde，seeckereJapansejongenvanomtrenｔ

ｌＯａｌ２ｊａｅｒｅｎｏｕｔ，dagelycxhieropheteylandt

telateｎｃｏｍｅｎｏｍｄｏｏｒｅｅｎｖａｎ，ｔＣｏｍｐｔ・die‐

naerenindeNederlantsetaal，mitsgadersint

lesenenschryvendeselveonderwesenteworden･

同内容の叙述は，同書ｐ､22及び「二三の問題」（ｐ、

２３）にも出ている。後者にも，原文が付されている。な

お，そこでは，１月ではなく，１１月となっている。

６）『通航一覧巻之148」

７）この法度書は，「蘭学事始」所記の横文字学習の起源へ

の反論として，諸氏が利用されている。管見にふれたも

ので，古賀十二郎（長崎と海外文化，大正１５・長崎洋学

史（上),昭和41),井野辺茂雄（幕末史の研究，昭和２)，

板沢武雄（蘭学の発達，昭和８°其他｡)の各氏。

８）同書の，この年の項に，「長崎の阿蘭陀通詞西善三郎

（29),吉雄幸作（22),本木仁太夫（51）の３人，幕府よ

り和蘭文書就訳の特許を受く」とある．

９）７)に述べたのと同様，この起訓文も，前述の各氏により

利用されている。

１０）『編年史」（ｐ､111)にも記戦があるが，こちらでは，小

通詞役就任の年令を，２４才としている。

11）今村明恒著，『闘学の祖今村英生』,昭17,所戦(pp,１１～

１２）に拠る。（以下，「祖英生』と略す｡)なお，同書，

ｐ､７１に拠れば，1695.7.26の「日記（今村)』に，次の

記事があるという。

「本日奉行は三名の稽古通詞を任命した。第一，森山

多吉と称するは葡語に。此ものは前に通詞の助手を勤

めてゐたが，去る二十二日此処で試験を受けたとき，

読み書きには相当に熟練してゐた。第二．今村源右衛

門（英生のこと…田中註）と称するは蘭語に。（以下

略)」（同上書，ｐ､71）

この時，森山多吉も，試験を受けたものとみえる。

12）通詞職就任・昇進に関して，1690年代段階を見聞したケ

ンプエルは，「余が知れる通詞の息子にて，公務に附

き，稽古役としてありしもの，父の位置を継承せんこと

を望みて，力､シる機会（八期銀の機会…田中註）を見遁

さず。進物を以て，その希望を達せんとして，各奉行に

二十五マースを剛り，其他前述の上長官等にも彼等の職

位に準じてそれぞれ進塁せしことありたり｡」（呉秀三訳

註『ケンプエル江戸参府紀行（下)』〔異国叢書第９巻〕

ｐ,243）と,!}いている。また，1695年段階で，『日記

（今村)』，1695.9.26の記事に，「本日奉行は三名の稽

古通詞を任命した。（中略）第三は故大通詞九郎左衛門

の末子であるが，全くの幼年者なるが為，蘭語はまだ一

語も話すことは出来ないけれども，通詞職世襲の恩典に

よりて斯く相成ったものである｡」（今村：祖英生，．ｐ、

７１）とあって，世襲の実態の一端を窺わせてくれる。

この法度書は，こうした時期以後のことであるが，こ
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の法度書以後，この規定に従って昇進のことが行われた

か否かは，詳にしない。ただ，１７９６（寛政８）年２月，

「小通詞助より以下の輩，於御役所家業直試の儀あり，

（中略）蛮書蛮語等の和解各其所業に従て課せらる。自

是年を二月，六月，十月三度宛直試可有之旨被命之」
（「通航一覧巻之148」）とある。この間，約80年間の

実態は，どうであったろうか。

13）古賀：長崎洋学史(上)，ｐ､53,にも，引用されている。
14）沼田次郎：洋学伝来の歴史，昭35,でも，このことに触

れて，「オランダ人が日本語を学ぶ許可を請うたことが

あるが，これは許可されなかった.」（Ｐ､9）とされ，全

く逆の記述がなされている。

また，『編年史』，1677年の項に，同じく「遂に許され

ず｡」とある。

Boxer：JanCompagnieinJapanl600～1850も，

この要求が，「拒絶された」（杉本編：科学史，ｐ､218）

としているらしい。

ツンペルグは，その「日本紀行」（山田珠樹訳註〔異

国叢書〕，ｐ､37）の中で，「通訳は凡て日本人で，かな

りよく和蘭語を喋る。日本政府は出来る限り欧州人が日

本語を覚へることを妨げてゐる。それは欧州人には日本

のことを直接知らせまいとするのである｡」と述べてい

る。

15）板沢：交渉史，ｐ､136.

16）同上書，ｐ,136。

目阿閥陀通詞語学学習の実際

以上，通詞の語学学習についての奉行の働きかけをみ

てきたわけであるが，横文字学習をも含めた通詞の語学

学習の努力が，それなりに行なわれたということも実証

できたと思う。こうした奉行の命令・奨励に応え，ま

た，自家の家業修練に向って，通詞自身は，どのような

努力を払ったであろうか。本節のテーマは，いわば，通

詞自身の語学学習・教授の実際への接近ということにあ

る。

こうした視点から，問題に対処する為には，まず，阿

蘭陀通詞自体に，大きく二祁類の集団があった'１１:実に対

応させて，これを区別して扱う必要がある。すなわち，

さきにも述べた（本紀要第１０号，Ｐ､61,参照）ように，

(1)「正格の通詞」たる大・小・稽古通詞の集団と，’2）

「従格の通詞」たる内通詞・内通詞小頭の集団とを区別

して扱う必要がある、

語学知織・能力の蓄積という観点から，この両集団の

最も考慮すべき相違点は，第一の集団が「和蘭の島（出

島のこと－田中註）にても随意に来臨することを得る」

に反し，第二集団は，「ただ貿一易-季一節にだけ出島に

入るを許された」にすぎなしという点にある（以上の引

用は，『ケンプェル江戸参府紀行（上）』〔異風股書，

第６巻〕･本紀要第10号，ｐ､61,参照)｡さらにまた，通

第11号１９７１

詞にとって，業務自体がそのまま，語学学習の場であっ

たから，語学学習の機会という点で，後者は，前者とは

比較にならないほど不利な位置にあった。従って後者

は，皆無でないとはいえ，前者に組込まれる機会の極め

て乏しい，従って，前者を支える予備の層として位して

いたことになる。こういうわけであるから，我々の第一

の関心は，「正格の通詞」たる第一の集団にある。

（１）「正格の通詞」における語学学習

「正格の通詞」の層における語学学習・教授をみるに

あたって，この集団を，さらに３つに分けて整理するの

が便利である。そこで次に，第一線で活躍する大・小通

詞のグループ（①）と，１，､わば全くの見習．修練期間に

属する稽古通詞（口稽古）のグループ（③）と，公の出

仕命令を受ける以前のグループ（②）に分けて，整理を

試みることにする。

①大・小通詞の段階

本研究の（中）（大社紀要第10号，ｐ､61）に整理し

たように，通詞職成立当初は，職階の区別はなかった。

以後に成立した役職名をあてて表現すれば，いわば当初

の通詞は大通詞だけであったといえる，彼らは，徳川期

における阿蘭陀通詞の第一期生であり，またwi時最も正

当な位瞳にあった西洋語学知識・能力の第一等の‘保持

者，蓄積担当者でもあったといえる。通詞職を拝命する

･に至った能力的基盤が，それ以前の修得に侯つものであ

ることは勿論であるが，以後の学習及び子弟の教育に，

最初の，そしてまた最も大きな役割を果したものは，彼

らであったということができる。従ってまず，大通詞に

おける語学学習の様子を窺うことから始めるのが適当で

ある。

すでに述べた（本研究の（中））ように，１６５６（明暦

２）年，小通詞が置かれ，これによって前任の通詞が

大通詞とされた。この小通詞に関して，『巡航一覧巻之

’48」は，「小通詞の事詳ならず」としている。また，

1775年来朝のツンペルグ1)は，その『日本紀行」（異国

叢書）の中で，小通詞に関して，「これ（大通詞一田中

註）より今少し（オランダ語を話すのが－田中註）下手

なものは第二級をなし，助通辞【本通辞】の肩書を有し

てゐる｡」といい，1690年来朝のケンプェル2)は，「大通

詞よりも卑き階級に属し（口其職権勢力に至りては遥に

大通詞に下り僅に）大通詞の補佐役又は代補役なり｡」

（『江戸参府紀行（下）」〔興国叢書，第９巻，ｐ,391）

といっているが，通詞としての業務に関しては，ほぼ大

通詞と同じ種類の仕事を把当する，いわば，大通詞の助
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品目の翻訳など含む。

６．オランダ側訴状，幕府・奉行側の通達・命令等の

翻訳・伝達8）

７．幕府ド命による，あるいは、発的な翻訳の試み9〕

８．臨時に生ずる西洋人との接触'0）

例えば，漂流淋入，臨時の来朝，臨時の来航などに

よる｡

以上，大・小通詞らの学習チャンスについて考えうる

場合を整理してみたわけであるｕその大半は，包括され

ていると思う。こうした機会のすべてをとらえて，通詞

たちは，語学知識・能力の蓄秋をはかったのである,、

２）大通詞の語学学習にかかわる二，三の具体的実例

１．こうした機会における語学知識・能力の蓄積の，

極めて具体的な一例を，『剛学事始』に見い出すことが

できる。この書の述べる「横文字学習のはじめ」の記述

の誤りであることは，すでに述べて明らかなことと思う

が，次にひく，大通詞西善三郎の参府途次に傭おける語学

学習の実態報告は，一つの語学学習の方法として，注目

に値する。原文をひいてみよう。

「ある年（1776,1Ｊ]和３，年…緒方註，ｐ､74）の春，

恒例の如く拝礼として|＃1人江戸へ来りし時，良沢，翁

（玄白のこと…Ⅲ中註）が宅へ訪ひ来れり。これより
いずかた

何方へ行き給ふと間ひしに，今｢Iは|側j人の客屋に参

り，通詞に逢うて和間のことを|ﾙlき，模様により蘭語

などもⅢひ尋ねんがためなりといへり。翁（中略）同

道してかの客屋に龍りたり。その年大通詞は西善三郎

と申す者参りたり。良沢引合せにてしかじかのよし申

し述べたるに，善三郎側きて，それは必ず御無用な

り，それは何故となれば，力則の辞を習ひて理会すると

いふは至って難きことなり。たとへぱ湯水又は酒を呑

むといふかを問はんとするに，先づ茶碗にても持ち添
己つ

へ注ぐ謹真似をして口につけて，これはと問へぱうなづ

きて，デリンキ（drink…同上註）と教ゆ。これ即ち
じようごげこ

呑むことなり。さて，上戸と~ド戸とを問ふには，手真

似にて間ふくき仕方はなし。これは数点呑むと数少く

呑むにて差別することなり。されども多く呑みても酒

を好まざる人あり，また少なく呑みても好む人あり。

これはiﾙ､上のことなれば,なすべき様なし。さてそ
の好き畷むといふことはアーンテレッケン（aantre-

kken…同上註）と１，､ふなりし,わが身通詞の家に生れ，
ことば

幼よりそのことに馴れ居りながら，その辞の意何の訳

といふことを知らずぃ年五十に及んでこの度の道中に

てその意を始めて解し得たり。アーンとはもと向ふと

いふこと，テレッケンとは引くことなり。その向ひ引

力者で，特に被教育的時期というべき稽古通詞の時期を

終って，大通詞の側にいて，第一線の業務を補佐しつ

つ，実習し，大通詞に欠員が出来れば，その位置を埋め

るといった存在であったと考えられる。従って，語学学

習に関しては，大通詞とほぼ同じ立場にあったといって

差支えない。従ってこの頓で述べる‘柵学学習の実際につ

いての考察は，火・小皿詞を含めたものとして扱って差

支えないと思う。

さらに,通詞目付(本研究（中)，ｌ〕.61,で触れた）も，

このグループに属するものとして，扱うことができる。

これは，１６９５（元撒８）年，「おらんだ通詞用，又は和

物の吟味為」（｢通航一覧巻之148』),また特に，「大小

通詞稽古通詞の者共，阿側陀人と通弁のわかち能々聞

届」ける，監視の役目をもって（同上書所収，「阿蘭陀

方通事法度書』）設世されたもので，大通詞の中から選

ばれて，通詞職の最終段階として任命されるものであ

る。従って，語学学習という観点からいっても，上記の

役目からし､っても，大・小通詞と同じ集団に含めて考え

ることができる。

そこで，彼らの語学学習の実際への接近を試みたいわ

けであるが，目下，視野に入っている範|州では，わずか

に，学習チャンスと，その実際の一端を窺えるにすぎな

い。以下，可能な限りでの接近を試みる。

前節の厳初のところ(1).51）で，通詞の年中行事的業

務について述べたが，まさにこの第一線での，西洋人と

のかかわりの場が，彼らにおける語学学習の最も重要な

チャンスであった。これら学習チャンスに，大・小通詞
●●●●

・通詞目付以外の通詞が，部分的にかかわったことは勿

論であるが，通詞の語学学習の歴史のなかで，このチャ

ンスが，最も大きい位置を占めたのは，大・小通詞らに

とってであったといえる。彼らは，意図すると否とにか

かわらず，こうした接触と，場によって教育されたので

ある。そこで次に，考えられるこのチャンスについて，

整理を試みることにする。

ｌ）大・小通詞らの学習チャンスの譜机

１．出島における日常生活場|ｍでの西洋詔との接触3）

２．貿易時期における折価，交渉、

３．諸検閲・諸取締の（キリシタン収締関係も含む）

例えば，舶来洋習の検閲，西洋人が|;１１互に交換する文

書・書翰などの検閲。

４．「阿閲陀風説書」の翻訳6）

５．「江戸参礼」時の諸交渉・諸御用7）

例えば，参府途次の西洋人と邦人の交渉仲介，江戸に

おける西洋人と邦人の交渉仲介，幕府・諸侯の輸入注文
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といふのが彼の答であった。それといふのは，問答す

るに当り，彼はラテン語辞書'')の中から、あれかこれ

かと多くの言葉を拾ひ選びして綴って見るのであった

が，葡語は知ってゐるとのことであったけれども，此

方がわからず，何でも日本語が最も能くわかると自信

してゐるやうだけれども，これは到底諒解し難い片言

に過ぎないものであったからだ。（略）

十-－．時頃，奉行から余に対して，（中略）出頭する

やうにとの通知があり，（中略）正午近く奉行肥後守

の家へ行った。（略）

間もなく例の僧侶が案内された。之に対して，大通

詞源右衛門は，予ねて用意してあった二十四個条の問

を掲げて問答を試みた。成程色点の国語を取混ぜ，就

１１１日本語らしいものを最も多く用ひ，同じことを繰返

すのだけれども，諒解し得るのは，僅か一小部分にし

か過ぎぬ。其中には閑人を非難するらしい語気もあ

り，タペカラレなる言葉は特に角立って聞えた。問答

筆談を加へて凡そ一時間半。如何に感ずるかとの間で

あったから，余は源右衛門と略ぼ同感なる旨を答へて

引取った｡」

以上引いたものは，大通詞らの語学学習にかかわる，

ほんのわずかな具体例であるが，こうしたすべての機会

を積み上げることによって，我国における西洋語の知識

と理解・駆使能力は増進され，また，邦人による子弟の

語学教育のための蓄積が果されていったと思はれる。こ

ういう苦心の中で，みずからの語学的成長をはかった大

・小通詞らは，跡継ぎ養成の為，その子弟に，どのよう

な教育的配慮をしたであろうか。次に，この子弟の教育

に関して，みてみることにする。

②公の出仕命令を受ける以前の段階

通詞がみずから，跡継ぎ養成の為に，わが子に語学教

育を施している事実は，1644.5.26の『日記」に，「他

の通詞らは，自分の死後その子の代りとなることを望ん

でポルトガル語とその書き方とを熱心に教えている｡」と

あることによっても窺うことが出来るが，通詞職にとっ

て，最初の公の命令による出仕段階である「口稽古被仰

付」段階]2)以前における語学教育に，少なくとも二種類

の機会があった。

１）通詞家内における家庭教育として

一つは勿論，通詞自身が，自分の家庭で，ないし，身

辺にひきつれて施す場合である'3)。いまひいた『日記』

の記事にも明らかであるが，さらに1721.6.19の記事

（今村訳）に，大通詞今村源右衛門（英生）が，稽古通

詞に任命された枠をつれて出島へあいさつにきた時の模

5８

くといふは，向ふのものを手前へ引き寄するなり。酒

好む上戸といふも，向ふの物を手前へ引きたく思ふな

り。即ち好むの意なり。また故郷を思ふもかくいふ。

これまた故郷を手元へ引きよせたしと思ふ意あればな

り。力､の言語を更に習ひ得んとするには，かやうに面
はい

倒なるiものにして，わが輩常に和蘭人に朝夕してすら

容易に納得し難い。なかなか江戸などに居られて学ば

んと思ひ給ふは叶はざることなり。それゆゑ野呂・青

木両先生など、御用にて年々この客館へ相越され，一
ごしゆつせい

力､たならず御出精なれども，はかばかしく御合点参ら

ぬなり。そこもとにも無用のかた然るくしと意見した

り｡」（pp､16～18）

こういう苦心・努力に支えられて，語学の知識・能力

が蓄積されていったものと思う。

２．以上は，参府途次の話しであるが，江戸滞在中の

ことを窺わせてくれる叙述が，ツンペルグの『日本紀

行」（山田珠樹訳註，異国叢書）にある。勿論，『蘭学

事始』や『日記』にも窺えるが，次に，ツンベルグの記

載をひし､てみる。

「江戸に着くやすぐこの町の学者たちの訪問をうけ

た。この人たちは私等に逢ふ特別の許可をうけて来て

ゐるのである二（中略）彼等は使節，秘書，通訳，役
●●

人及び私によって応接間に招ぜられた。（中略）問も
● ● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●

答も皆通訳の口を通じてなされるのである．従って我

々の会話には不正確なところや暖昧なところがいつも

あった。然るに我々が話題としてゐることは最も精確

を要するものなのである。それに風は参照すべき本が

手許になし､のだから，この日本人たちの質疑を悉く解

いてやることは出来なかった。私が天文に余り明るく

ないことは前言した如くである。（中略）医者たちと

話をする時の方が余程楽であった。そのうちの二人は

和蘭語が少しは出来た。それに通訳も亦医学に通じて

ゐるのである｡」（ｐ､156～157）（傍点，、中）

３．最後に，潜入したイタリア人宣教師シドチの訊問

にあたった，大通詞今村源右衛門（英生）の対談の模

様を，引いておく。（今村：祖英生，所収の『日記（今

村）』の記事ｃｐｐ､76～78）

1708年12月21日のオランダ商館長の日記』「昨日，例

の異国人たる僧侶と，長時間談話を試みた大通詞源右

衛門の了解した事項は，昨日記載したことの外に，耶

蘇の死と復活に関すること，十階級もある多くの仲間

の中から選択されて来たこと杯があったが，余は其処

で源右衛門に，其等の談話が何国の言葉で行はれたか

を間うて見たところ、何国語ともつかぬ言葉であった

ｌ
ｌ
Ｊ
Ｉ
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｢阿蘭陀通詞」の語学学習についてI習について（下）５９
●●●●●●●、●●●●●●●●。．．．．

和蘭語を習ひ（口年月を経るしこ従ひて遂に）父親の後
●●●●●●。●。・

継たI)得んと思ふなり。此等若輩は猶ほ年若く純朴に

して’日本国をだによく知らぬ間§鯉職鰯劉
貯解胃又乙名が許すだけの間は此職にあるを得べ
く･又各人それぞれにつき，財産ありて確かなる（□

長崎居住の)もの一名が誓を立て，身元保証人となり，

彼に過失ありともすべて引受けねばならぬなり。此人

々は承な評判よく（口其命ぜらるる所に服従し，其以

て委任されたる物品を保護するに信実にして),かくも

信用すべき使用人は日本人に之あるの象にて，甚だ他

国人に立優れりと云はれ’雇主のためにすべての物事

を注意に注意して保管するを常とするなり。（略）（傍

点，田中)｣と書いている｡

また，1775年来朝のツンベルグは，その『日本紀行』

（異国叢書，Ｐ､78）に，

「和蘭人が奴隷を使ふのは，室内の給仕及び家内の雑

川に限られてゐる･他のことは凡て'一|本人がして呉れ
マ､

るからである畷、本人は入用な食量及び家事用具は凡

て整へて呉れる。或る者は料理方である（中略)｡他の

ものは奴僕で，かなり和蘭語をよく話す。然し彼等は

通訳の仕事はしない｡奴僕は商館長に四人，秘書に一

人’医者に一人与へられ，幕府へ行く旅に伴って来

る。和蘭人が人夫を必要になれば，奉行は出島に行く

特別の許可を人夫に与へるのである｡」

と書いている。オランダ人の奴僕となって，語学学習の

機会を得るというルートがあったことがわかる。

こうした，家庭教育による，ある1,,はオランダ人に就

くことによる修業によって，ある程度の語学の知識．能

力を修得し，然るべき時期の到来に備えるわけである

が，こうした時期は，奉行によって，「口稽古被仰付」

あるいは，「稽古通詞被仰付｣,さらに特別の場合には，

いきなり「小通詞被仰付」ことによって，次の段階に進

むことになる画

次にこの，通詞にとって，最も雄本的な教育時期に属

する「|稽古・稽古通詞について，みてみることにする，

③「口稽古・稽古通詞:被仰付」段階

１）Ｉ｣稽古の段階

この段階で，語学に関して，どの程度のことを，どう

いう方法．順序で学んだかについて，其体的に知る十分

な材料を持たない。

「口稽古」という表現から，会話の学習が推測される

が,詳しいことは分らない．奉行の命令で，出島に出入

し，西洋人の直接的教授を受けるなどして，語学学習を

行なったものと思われる”この段階及び次の稽古通詞の

様が記されている｡源右衛門が，次のように述べたと。

今回の任命は全く思いがけなかった｡「唯彼（源右

衛門…田中註）の希望は。子供の成長に従ひ，蘭語の

読み書きなりと次第に教へ込み，やがて一廉のお役に

立ちさうに思はれた暁には，御採用を願出でたいと思

っていた｡」（今村：祖英生，ｐｐ､82～83）

これをみても，家庭での教育が配慮されていた事実

は，十分に窺うことができる。

また，『明和８年雪上|h緒書』には，楢林栄左衛門習

上分に，養父楢林栄久により，「私儀（栄左衛門…田ｌｌｌ

註）兼而養子二仕置阿蘭陀詞稽古仕罷在候」とある＃

すこし時代は下るが，「天明八年（1788）長崎に遊ん

だ司馬江漢の『西遊日記」に，

長崎の閥通詞吉雄幸作の妾腹の子，四歳位の小竜

が，蘭語を能く覚えて，牛肉をクウベイスと云ひ，馬

をバールドと云ひ，薩摩芋を遣ればレッケル，レッケ

ルとて食ひけり，今幸作の後に此の童なり，レッケル

は美味の事.」（板沢：交渉史，所孔ｐｐ､136～137）

とあるという。家庭教育の一端が窺えて面白い〕

２）出島におけるオランダ人の使用人となることによ

って

以上のような家庭教育のほかに，出島のオランダ人の

使用人となることによる語学学習の機会があった。これ

を最も顕著に例示するのが，すでに何度もふれた今村源

右術門（英生）であった。彼は，１６９５（元禄８）年８月

２５日（25才),出島のカピタン部屋で，吟味（試験）を受

け，その結果，同19日，稽古通詞，翌年６月26日，小通

詞に任命される（1793,寛政５年，今村文十郎書上由緒

･書に拠る。今村：祖英生，所収、ｐｐ､19～20）わけであ

るが，これとかかわる1695.9.26の「日記（今村）』の

記事に，「稽古通詞三名奉行によりて任命さる」とし

て，その一人に，今村源右衛門の名があり，「此ものは

蘭学に能く熟達してゐて，総ての通詞'''一人として彼の
●●■●●●

上を越すものは無いと称して可.なるべく，尤も彼は幼年
●●､●●●●､●●●●●●●●●●9●●●■●●

時代から此処の.上席外科医の下に於て|H納役に使用され
●●●●●●●●●､●●

て今日に及んだものである“（傍点，田中)」（今村：祖

英生，ｐ､71)'4)とある．

このオランダ人雇いに関しては，1690年来朝のケンプ

ェルは，その『江戸参府紀行（下)』（異国叢書第９巻，

ｐｐ､366～367）に，

「なほ和蘭人には（口特別の恩恵を以て昼間其身辺

に）二三少年を給仕のために用ふるを許され。乙名の
●●

｜帳簿にはそれを使丁Ｂｏｔｅとして記録するなり。彼等
●●●●●●● ●｡●●●●●●●●●●●

は多分は小通詞（口若くは出島役人）の子’'６Aにして，
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段階と１，､えども，可能な場合には，出島での教育と同時

に，家庭での教育が続行されたことは，当然推測される

ことである。

次に，主として，関係者が，どういう機会を提供した

かを窺える材料を整理してみることにする。『由緒書』

に拠らない場合，「口稽古被仰付」という記述が出てこ

ないが，学習の為に，出島に通った事実をとらえ，この

段階に配当して扱うことにする。

まず，『日記（板沢）』である。

○1685（貞享２）．10.25：「昨日三人の稽古通詞が任

命された。その一人は，昨年江戸で没した西玄甫の息

子で，奉行宮城監物の命令で二三年出島に通って稽古

し，オランダ語もポルトガル語も同じようにでき，

外科の方も，始めている」（板沢：交渉史，Ｐｐ､134～

135）とある。

次のは，あるいは稽古通詞が対象であったかもしれな

いが，此処に掲げておくも

○1673(延宝元）．１１．９：「長崎奉行の命令で10才乃至

１２才位の少年数名を毎日出島に遣わして，オランダ語

を読むことと書くことを稽古せしめることになったＪ

（同上苫,ｐ､22）（ｐ､133には原文がある｡）とある｡'5）

ここで問題にしている「１１稽古被仰付」という事実

は，『明和８年書上由緒書」に，ひんぱんに出てくる。

そこで，かかわる通詞家に関して，必要部分をとり出し

てみる。（年代順に配列する｡）（西暦年挿入は，田中｡）

○1652～５：「曽祖父楢林新五兵衛儀（略）承応年中
●●● ● ● ● ● ● ●

（1652～5）′出嶋出入被仰付置候処'6）明暦二'1１（1６

５６）年（略）稽古通詞被仰付寛文六午（1666）年（試

験により直に小通詞となる…田中要約)」（楢林重右衛

門，同栄左衛門，書上）（・点，田中。以下、同じ｡）

○1664：「曽祖父八右衛門駿寛文四辰（1664）年（略）
●●●●● ● ● ● ●

十六歳二iii阿闘陀口稽古被仰付同八申（1668）年(略）

小通詞役被仰付」（名村初左衛門，書上）

○1680：「祖父八左衛門儀延宝八甲（1680）年（略）
●●●●●●

口稽古被仰付貞享元子（1684）年（略）稽古通詞被仰

付」（同上，書上）

○1705：「楢林長右衛門宝永二酉（1705）年（略）被
●●●●●●

召出口稽古被仰付同四亥（１７()7）年（略）被召'１１稽古

通詞被仰付」（楢林重右衛門，同栄左衛門，ＴＩＩ上）

○1718「祖父庄太夫（略）元禄十（1697）年（略）十

月病死仕候其比父仁太夫儀幼少二付無役二而家督相続
● ● ● ロ

仕成長之上享保三戎（1718）年（略）被召出11稽古被
●●

仰付同年（略）被召出稽１１｢通詞被仰付」（本木栄之進，

書上）
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○1723：「父藤三郎儀右寿山養子二相成享保八卯（１７
●●●●●ｅ

２３）年（略）口稽古被仰付翌辰（172‘4）年（略）十二

月稽古通詞被仰付」（吉雄幸左衛門，同作次郎，書上）

○1724：「父三郎右衛門同（享保９．．･田中註）（1724）
●●●●●●

年（|lWf）御願申上口稽古被仰付同年（略）稽古通詞被

仰付」（石橋助次右術門，書上）
●

○1734：「風儀享保十九寅（1734）年（略）被召出口
●●●●●

稽古被仰付元文元辰（1736）年（略）稽古通詞被仰

付」（今村金蔵、書上）
●●●●●

○1739：「私儀元文四末（1739）年（略）口稽古被仰
●

付‘既保元酉（1741）年（''16）稽古通詞被仰付」（名村

元次郎，書上）
●●●●●

○1739：「私儀元文四末（1739）年（略）口稽古被仰
●

付寛延三午（1750）年（略）父跡為相続稽古通詞被仰

付」（石橋助次右衛門、書上）

○１７４４：「兄市郎助儀延享元子（1744)年(略)被召出
●●、●●●

口稽古被仰付三ヶ年相勤父仁太夫勤役之内病死仕候」

（本木栄之進，書上）
●●

○1748：「私儀寛延元辰（1748）年（略）被召出口稽
● ● ● ●

古被仰付同二巳（1748）年（略）被召出稽古通詞父跡

役相統被仰付」（同上，書上）

この段階，つまり口稽古の段階の教育を受ける下命を

得るということは，通詞職への確実な第一歩を踏承出す

ということを意味し，ある期間，口稽古の為に出島に通

うと，次の段階，つまり稽古通詞の段階にすすむことに

なる。この口稽古の段階は，はじめてオランダ語の稽古

をはじめる者，あるしはすでに述べたように，これ以前

になんらかの教育を受けた者への公の命令による語学教

育の開始を意味する。但し，この段階を経なし､で稽古通

詞からはじまる者もいたし，いきなり小通詞からの場合

もあった。口稽古の段階では，下命の範囲が，学習専一

にあったように思われる。しかし，次の稽古通詞の段階

になると，通詞としての，語学以外の職務も実習しはじ

める。

２）稽古通詞の段階

次にこの稽古通詞段階における，語学学習の様子を探

ってみよう。『由緒書』にあらわれる，稽古通詞就任の

例は，上記の段階と併せて示したから，ここでは，主と

して，その他のものについて，整理を試みる。

前記のように，この段階では，通詞の一般的業務を

も，見習を兼ねて担当するわけであるから'7>，語学学習

のチャンスも，さきに述べた大・小通詞の学習チャンス

と一部爪なる部分がある。しかし，稽古通詞の本務は，

あくまで実務によりは，学習・練習にあたったと考えら



一・＝

｢阿蘭陀通詞」の語学学習について畠 習 に つ い て （ 下 ） ６ １

は，小通詞名村進八の兄弟Matasiro（名村又次郎）

と故大通詞プラスマンの子Manpe（横山万平か）が

昨日稽古通詞になったと｡」（同上書，ｐ､171）

○１７４３（寛保３）．１１．６：「本木仁太夫が庄左衛門の

子本木太郎術'''1という少年をオランダ語を学ばせるた

めに連れて来た｡｣21）（'11上糾，Ｉ)．171〕

２．「稽古通詞」就任後の挨拶まわり

上に引いた1721.6.17の記１fに統いて，「稽古通詞」

に就任したわが｢を引き連れて，親である今村源右衛門

（英生）が，出烏に挨拶に出かけてきた様子が出てい

る。子弟の教育にまつわる親の配慮の具体的実態の一端

を示すものである。次に，掲げる。

○1721.6.19：「今朝大通詞源右術門，卯之助と呼ぶ

、枠を連れて来訪し，一昨日年番通詞によりて報ぜられ

た次第を再言した上，吾点に於ても好意を寄せて，此

の小児の闘語教育に一瞥の力を添へんことを乞ふので

あった。

彼れ源右衛門の言に拠れば，今回の恩命は彼に取っ

て全く思懸けないことであったし，又曽て其様な望み

を'壊いたこともなく，唯彼の希望としては，子供の成

長に従ひ，｜側i語の説みTIIきなりと次第に教へ込み，や

がて一廉のお役に立ちさうに思はれた暁には，御採用

を願出でたい位には思ってゐた。併し斯くなった以

上，自分の義務として，彼の閲語教育上閥館各位御一

同の御引立をお願ひする外ないといふのであった。

斯様な挨拶をした後，彼等は別れを告げて町の方へ

行った｡」（今村：祖英生，ｐｌ).82～83）

３．稽古通詞の学習達成状況-1693（元禄６）－

１．で引いた任命時にも，その段階までの達成状況の一

端は，窺うことが出来る。それらにふられるように，各

人各様である。『日記（板沢）」には，1693.12.24の記

事に．「Ｎａｍｅｎｅｎｃ⑪nditievandetaalleerlingen」と

して稽古通詞の名前と語学などにつし､ての状況とが記さ

れているとのことである。次に，これをひくことにす

る。

「Badaltirobe（馬111｢|j郎兵術）大通詞九郎左衛門の

子で，大通詞楢林新五兵術の娘と結婚，オランダ語に

熟達している。NiciSkeisiro（西助次郎）はポルトガ

ル語の通詞で，後に宗門改の通詞を勤めた故西玄甫の

子でポルトガル語を話すことを学んだが，長年この言

葉から離れているので，今はほとんど理解できない。

NarabaiasJasabro（楢林弥三郎）は大通詞新五兵衛

の子で，唐通事の娘と結婚し，オランダ語は僅かしか

理解しえないが有望である。Ｔｈ乱thesiBonseijmon
グ

れるから，その意味で，未だあくまで，被教育期間にあ

ったといって差支えない。

次にこの稽古通詞についてみてみることにする。

１．「稽古通詞」に任命１，）

○1685（貞享２）．１０．２５：「昨''三人の稽古通詞任命

せられる。その一人は昨年江戸に於て残したＧｉｍｐｏ

の子,ｌｉｉＪ､で，奉行宮城脆物様Ｋｉｍｍｏｔｓｓａｍｍａの命令で

二三年出島に通うて稽古し，オランダ語もポルトガル

語も同じやうに出来，外科の方も少し始めてゐたとあ

る。同時に任命された他の二人は、大通詞Fatseijmon

の息子と，小通詞Rockzeijmonの‘息子とである｡｣２０）

（板沢：二三の問題．ｐ､24）

○1695.9.26：「稽古通詞三名奉行によりて任命さ

る」

「本日奉行は三名の稽古通詞を任命した。第一，森

山多吉と称するは葡語に。此ものは前に通詞の助手を

勤めてゐたが，去る二十二日此処で試験を受けたと

き，読み書きには相当に熟練してゐた。第二，今村源

右衛門（ImamorachGinnemon以下或はGennemon

と綴り一定せず）と称するは側語に。此ものは蘭語に

能く熟達してゐて，総ての通詞中一人として彼の上を

越すものは無いと称して可なるべく，尤も彼は幼年時

代から此処の上席外科医の卜に於て'11納役に使用され

て今日に及んだものである。

第三は故大通詞九郎左術門の末子であるが，全くの

幼年者なるが為，閲語はまだ一語も話すことは出来な

いけれども，通詞職世襲の恩典によりて斯く相成った

ものである｡」（今村：祖英生，ｐ､７１）

○1721.6.17：「大通詞源右術門の小枠稽古通詞に任

命せらる｡」

「年番小通詞徳兵衛来訪して次の事を吾女に報じ

た。即ち大通詞源右衛門は今朝奉行に召出され，彼が

多年に渡る忠実な御奉公の表彰として，今回彼の小枠

（凡そ十才になる小児）を和蘭稽古通詞に任命し，年

俸Ｔ：１６０（銀一貧六百匁の意か）を給せられる旨達

せられた。就ては菩々に於ても此撚を快く承引せら

れ，此小児の蘭語に関する教導方につき，助力を与へ

られたいとし､ふのであった｡」（'１１上書．ｐ､82）

○1741（寛保元）．１１．２：「年番大通詞中山喜左衛門

からGousemon（脊雄幸左術門か）が昨日稽古通詞に

任ぜられたことを聞いてうれしい，彼は心はよく，オ

ランダ語もポルトガル語も話すことができる｡」（板沢

：交渉史，Ｐ､７１）

○1742.1.24：「今朝大通詞中山喜左衛門がいうに
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（立石文左衛門)は故通詞太兵衛の子で,オランダ語は

多く理解しないが器用に見える。SizukMangoski(志

筑孫助）は故通詞孫兵衛の孫で，町人風であるが，

学ぶことには熱心である。以上五名は会社から年々

schenkagie（贈与）を受けているが，以下の五人はま

だである。

IsebasjeSiooske（石橋庄助）は大通詞助左衛門の

子で，オランダ語の理解は，ごく僅か，否ほとんどな

い。MotogiGonoski（本木権之助）は老通詞太郎右

衛門の子で，器用らしい。YockejammaJoiets（横山
でＬ

与市）は，大通事叉左衛門の子で，器用に見えるが，

彼の祖父プラスマンおよび彼の祖先の跡つぎとしては

不足である。CafkSingoro（加福甚五郎）は故通詞

吉左衛門の子で，ポルトガル語を話すことのできた父

の跡をついだが，これは全然できない。Nackajama

Diunae（中山重内？）は小通詞六左衛門の子で，少

しオランダ語がわかる云を｡」（以上，板沢：交渉史，

ｐｐ､135～136）

４．稽古通詞の語学学習の実際を窺う，二・三の実例

④稽古通詞学習用，辞書

大槻如電原著，佐藤栄七増訂，『日本洋学編年史』（昭

40）の1671（寛文11）年の項に，

「○もと『大槻文庫』に『和蘭訳語』と題する古写本

を蔵す。開巻に『阿蘭陀南蛮ラティー切口和』22)とあ

り。書中は伊呂波分類にして，凡そ一千語を収む･欧

語は片仮名を以て次第し下に邦訳語を記入す。総べて

名詞にして動詞・副詞などは見えず。想ふに，稽古通

詞の所用書なるべし。此等の語を記憶し，欧人の発音

を習ひ覚え，其の活用も別に口授せしものならんと覚

ゆ｡」（ｐ､116）

とあり，同書，１６７０（寛文10）年の項に，

「此の項，『阿闘陀南蛮ラティ三ヶ国の口和げ」と称

する書が出づ｡」（ｐ､115）

とある。

さきに，大通詞の語学知識・能力の蓄積ということに

かかわって，「蘭学事始」中の，西善三郎の参府途次の

学習の様子を引いた（pp､57～58）が，これと年代は前

後するが，「欧語は片仮名を以て次第し，下に邦訳語を

記入」した辞書の存在は，大いにありうることである。

西ら第一線で活躍する通詞たちは，ここにあげられたよ

うな辞書を,大いにふくらませていったにちがいない23)。

こうしたものをテキストにして，「此等の語を記憶し，

欧人の発音を習ひ覚え，其の活用も別に口授」したとい

う，極めて具体的な教授＝学習像の推測も，大l,､にあり

第１１号197l

えたことであると思われる。ただ，この書が，どの程度

流布したものかは分らない。

＠オランダ商館員，出島で，教授・試験す

１７７８（安永７）の２月から３月にかけての「日記（板

沢）』に，

「商館長江戸の参府の留守を預る次席館員のHerman

K6hlerが稽古通詞にオランダ語を教えたり，試験し

たりしている。すなわち，２．１７の条には，出島の乙名

の部屋でVlissingenの簿記を教授し，2.19の条には，

奉行所役人列席のもとで稽古通詞および特定の通詞の

オランダ語の試験をし，2.25の条には，助役のGrcen‐

bergをして教授させ，２．２８，３．１，３．７の条食にも来島

学習した記事が見える｡」（板沢：交渉史，ｐ、136）

ツンベルグに拠れば，彼の来朝した1775年段階では，

「第三級は練習生【稽古通辞】である。練習生は以前

は和蘭人の許に入り，和蘭の医者がこれに教授してゐ

たのである。今日では一等通訳の許に習ひに行くので

ある。以前は好きな時に商館に来られて，和蘭人の部

屋に入れたのであるが最早用のある日以外には来られ

なくなった。（略）」（山田珠樹訳註『ツンペルグ日

本紀行』〔異国叢書〕ｐ､37）

とあるから，「日記』の上記の記事の段階では，学習の

為に出島に出かけることは，特別の例に属することにな

るかもしれないが，さらにツンベルグの記述に拠れば，

「以前」の段階で，稽古通詞が，出島で教育を受けた事

実は推測できる。

④江戸参府に随行

一般的業務の見習という意味も含めて，開人の江戸参

礼に随行していることがみえる。

○1684（貞享２）年１０月23日の『日記（板沢）』に，

「稽古通詞Motaemon（横山又右術門“プラスマンの

子'，）を江戸に同伴のことが見える｡」（板沢：交渉

史，ｐ,170）

○1690年渡来のケンプェルの『江戸参府紀行（上）』

（pp､58～59）に，参府につき，「通詞には，その上班

（○大通詞）下班（○小通詞）より各１人を選らび，

中にも前の年に幕廷と我等との間に立ちて交渉の役を
ニソパソ

勤め，且つ両斑の上等（年番Nimban）たりしものを

我一行に配し,今日此二人(雛露識蹴探濡△1K
識蝋)の他に彼等の門人侭雛蕊賢騎溌）
（○稽古通詞）一名宛加へ。それをして将来の役柄に

つき（口途上種を実際上）見習ひ経験して，早く（□

他日同様の場合に）執役に堪ゆるやうにし，（口彼等

通訳の相続者たる資格を造らんとするなり)｡以上諸人
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は各々其奴僕を其用弁のため，且つは公用の為に伴ふ

なり｡検使(景職は)又は上席通詞(2蕊詞)は,思
ふ侭の人数を随へ，其他は財産と職務とにより一人か

二人か(R鯉姪蛎)を随ふ"和蘭甲此丹は三人,他
の和蘭人は各目ただ一人を随ふを得。通詞どもは此機

会に於て彼の好める人を和蘭語を解せずとも推挙する

こと多し｡」とある。

○1729：「享保十四酉年（略）馬乗阿蘭陀人けし､ずる

儀江戸汐御召被遊候節（略）父藤三郎儀稽古通詞二而

被差添参上仕（略）」（｢明和８年書上由緒書』，吉雄

幸左衛門，書上）

○1746：「延享三寅年為見習兄初左衛門二附副江戸江

参上仕候」（同上書、名村元次郎，書上分）

以上，稽古通詞の具体的学習を窺う為の，二．三の手

掛りをあつめたわけである。ツンペルグのいう「練習生

は（中略）以前は好きな時に商館に来られ（中略）たの

であるが最早用のある日以外には来られなくな（略）」

り，「今日では一等通訳の許に習ひに行く」ようになっ

たのは，何時からのことであり，また，どういう事情で

そうなったのか詳にしない。しかし，時に，出島での教

授・試験も行なわれた模様であるから，「片仮名一邦

訳」の辞書を利用したり，邦人や蘭人の教授を受けた

り，さらに，闘語との，いろんな接触チャンスをとらえ

て，語学修業をつんでいったものと思われる。蘭人への

江戸随行もその一つであった。貿易時期の接触もその一

つであった。こうして，対西洋人関係の諸業務の見習，

語学の修業を行なっているうち，然るべき時期の到来を

侯って，語学力と世襲制とに支えられて，ここに一人前

の通詞が誕生することになるわけである。

（２）「従格の通詞」における語学学習

これまで，第一線で活躍する太・小通詞（通詞目付）

からはじめて，正格の阿闘陀通詞家の子弟の，語学修業

の様相を，公の任命以前の段階から，公の任命にまつわ

る口稽古，稽古通詞の段階とみてきたわけである。さき

にもふれたように，鎖国以来の対西洋関係の諸事諸物移

入の，最も正当な仲介の中心をなすものは，この「正格

の通詞」たちであった。従って我々の目下の関心の中心

も，主としてこの「正格の通詞」の語学学習にあったわ

けであるが，この「正格の通詞」を支える予備の層であ

り，広義の「阿閥陀通詞」に含まれる「従格の通詞」た

る内通詞・内通詞小頭についても，その語学学習につい

てふれておく必要があろう。従って次に，これを少し整

理してみることにするＵ

この「従格の通詞」については，すでに本研究（中）

（大社紀要第１０号，ｐｐ､62～63及びｐ,64の註３，参照｡）

で触れた。南蛮貿易時代以来の「口を存候者」「106人」

が，１６７０（寛文10）年，正式の最初の「阿蘭陀内通詞」

となったわけである。内，１２人が，内通詞小頭となっ

た。彼らは，貿易季節だけ，川島出入を許されて1,,た“

従って，日常普通の状態で，語学の上進は，期すべくも

ない。彼らの語学学習の実際がどのようなものであった

かは，推測に拠らざるをえないが，ありえた手段を整理

してみることにする。

①貿易時期における西洋語との接触により。

この層における語学学習のチャンスは，勿論，貿易時

期の西洋語との接触に，まずあったことと思われる２４)。

普通に認められる出島出入の機会は，この期をおいてな

かったからである。

②家庭教育により。

従ってこの層における子弟教育は，特に家庭教育が中

心であったと考えられる。「正格の通詞」家の親類・縁

者の場合には，彼らの教授を受けることもあったかとも

思われるが，こうした縁もなく，西洋人との接触にも恵

まれない場合，親は，自分の能力限りを，自分の手で伝

えざるをえないＱ

③商館の使用人となることにより。

しかし，この層にとっても，商館の使用人となる可能

Ｉ性はあったらしい。先に引し､た今村源右衛門（英生）の

場合，彼が商館の使用人となった時，父市左衛門は，内

通詞小頭であった25)。

④特別に許されて，「平日出島出入」することによ

り。

『明和８年苔上由緒書』で，「正格の通詞」として成

立した家の系譜に，内通詞小頭から，ＦＩＺ日出鳥山入」

を経て，稽古通詞となり，正格の通詞家として成立した

ものが，３家みえている26)。

⑤其他

以上のほかにも，特別のチャンスに恵まれることがあ

ったかもしれない画例えば，江戸参礼に随行するとか，

臨時の来航・来朝の際に，チャンスをつかむとし､ったこ

となどあったかもしれないが，いまはこれ以上探らな

い。

内通詞)雷の場合，職階上進，ひいては語学力上進とい

った観点からいって，出島に出入して，語学力をつけ，

稽古通詞に任命され，「正格の通詞」になることに目標

があった，といったいい方ができる。従って稽古通詞任

命以後の語学学習については，さきに述べた稽古通詞の
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場合に準じて理解することができる。

社会学研究科紀要

（３）結び－長崎蘭学の学習の型一

以上によって我々は，仮に，通詞家ないし西洋語とは

全く関係のない一日本人が，機会に恵まれて，内通詞と

なり，内通詞小頭となり，稽古通詞，小通詞，大通詞，

通詞目付へと，親子何代かを通じて上進してゆくことが

可能であったとして，その場合の様相を，従ってまた観

点をかえれば，語学知識・能力において上進してゆく場

合の様相を，極めて大まかな，アウト･ラインのみにす

ぎないとしても，知ることができたことになる，

我食は，鎖国から，1770年代頃までに於いて，このこ

とを探ってきた。こうして出来上っていた1770年代の，

通詞社会について，ツンペルグ（1775年４月来朝）は，

みずからの経験と理解に基づいて，その『日本紀行」の

中に書いている。すでに引用したものと重複する部分，

あるいは誤解ではないかと思われる部分もあるが，当時

の通詞一般について，実態の一端を窺えるので，次にひ

くことにする。

「通訳は凡て日本人でかなりよく和蘭語を喋る。日本

政府は出来る限り欧州人が日本語を覚へることを妨げ

てゐる。それは欧州人には日本のことを直接知らせま

いとするのである。政府は四十名乃至五十名の通訳を

抱えてゐて，商館内に於て，又商事に於いて，和蘭人

の用をさせる。

通訳には通常三階級ある。第一級は一番よく和蘭語

を話すものである。一等通訳【大通辞】といふ肩書を

持ってゐる。これより今少し下手なものは第二級をな

し，助通訳【本通辞】の肩書を有してゐる。第三級は

練習生【稽古通辞】である,練習生は以前は和蘭人の

許に入り，和蘭の医者がこれに教授してゐたのであ

る。今日では一等通訳の許に習ひに行くのである。以

前は好きな時に商館に来られて，和蘭人の部屋に入れ

たのであるが，最早用のある日以外には来られなくな
ＯｔＬＵｎ且

つた。それもオトナ【与力の類か】が一人ｶ割二人，き

っとつして来る。筆生が，舟なり或は出島の学校27)な

り，常に通訳について来て，船に積せたり卸したりす

るものを凡て書きとめ，或は旅券を査証したりなぞす

る。通訳は順送りに昇進する。そして通訳以外の仕事

は決してさせられない。各階級の通訳が一人か二人

宛，’三|本人と和蘭人の間になされる，政治的商業的談

判に際して必らず臨席するこ,外国の役人が日本政府に

呈したい要求又は陳情を，通訳は口頭で通弁し，或は

文筆により訳述する。通訳は船又は商館で検査する時

第11号１９７１

に必ず列席し，また幕府に派遣される使節に随行しな

ければならない。

年をとった通訳はかなり正しい和蘭語を話すものが

多い。然しその語は欧州で話されるものとは，文章の

構造に於いて，又発想法に於いて，非常に違ってゐ

て，時には想像以外の可笑しな言葉や奇妙な云ひ廻し

をすることがある。なかには全然和蘭語をよく了解し

てゐないものすらある28)“通訳は，日本語を書く時に

使ふ筆で，和蘭語を欧州流に左から右に常用の紙に書

いて行く。その書体は傾斜体で，極く読みよく，極め

て美しい。

通訳の欧州の書籍を慾しがる心は非常に強い。そし

て印度から新たに来た商人の誰れかから書籍を得たい

と，常に努力を害しまない。彼等はこの書籍を非常に

深い注意を以って学び，習ひ覚えたことは凡て忠実に

記憶してゐる。余り欧州人に対する何か新知識を得た

いと云ふ要求の激しい為めに時によると執勧になるこ

とがある。会話を交へても，結局物理学医学博物学に

関する絶間なき質問の連続となるのである。終には我

慢しきれなくなる。世界中で一番人がよく，又一番物

識りの人の学識も尽きてしまうだろうと思ふ･然しい

くら執勧でも，その好奇心の動機を善意に解釈してや

ることは出来る。

通訳は大部分医学の研究に没頭してゐる。恐らく欧

州式によって医学を実施しうるのは，この国民のうち

で彼等だけであらう。そうして彼等は欧州人が用ひる

治療法を自分のものにしてゐる。彼等はこれを和蘭の

医者から学ぶのである、彼等にとってこの業は，名を

高め，産をなすに最もよき方法なのである｡」（山田珠

樹訳註『ツンベルグ日本紀行』ｐｐ,36～39）

これが，1770年代の長崎の通詞社会の一現状であっ

た｡

すでにみてきたように，成立してくる通詞の職階が，

そのまま，通詞の語学学習の形式的段階ともなった一方

で，わずかずつの経験と知識の積み重ねによるにしろ，

語学学習の方法・順序に関しても，なんらかの形ができ

あがって当然である。このこととかかわって，後の所謂

「江戸蘭学」の発展の大きな貢献者である大槻玄沢は，

1788年刊29)の『蘭学階梯（下）』の「修学」の章で，

自分たち通詞でない一般の洋学者の語学学習と対比させ

て，長崎の通詞たちの語学学習に関して，次のように書

いている。

（長崎通訳家の修学の方法は，…田中註）「彼方（西

洋のこと…田中註）にて小児に教る書に，アベプッ
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ク，レッテルコンスト等の書あり，大抵此等の教へ方

なり，長崎の訳家，業を受くるの初め，皆先づ此の文

字の読法，書法，弁に綴りよう，読みようを合点し

て，後はサーメソスプラーカとて，平常の談話を集た
マ、

る書ありて，これを云ひ習はすなり，是其通弁を習ふ

の始めにして，訳家の先務とする所なり，是を理会し

て後は，ヲツプステルレンとて，其文章を書き習ひ，

先輩に問ひ，朋友に索め，或は和間人にも正し，其功

を積て合点するときは，自在に通訳もなるなり右の階

級を歴て学ぶは，本式の教へようなれども，長崎にあ

らずしては成り雌きことなり（略）」（『文明源流叢

書，第一』大正２，１).236）

１７７５（安永５）年，前野良沢，杉田玄白，中川淳庵，

桂川甫周らの辛苦の末，『解体新普」が翻訳・刊行の運
●● ● ●

ぴとなる。上述の大槻玄沢は，この玄l』I，良沢の弟子･で

ある。彼らを，勃興の大なる起動力として，江戸間学，

ひいては洋学が，大いに発展を遂げることになる。その

模様は，『蘭学事始」に詳ししが，鎖国以来，洋学移入

の為の絶対必須の条件である西洋語の知識・能力の，維

持・蓄積に，正当な位悩にあって，あずかった「阿閥陀

通詞」の存在を抜きにして，この翻訳が成就されえたか

は，甚だ疑問である。その恋味で，「阿閲陀通詞」が，

我国文化史上に果した役剖は，それなりに評価されるべ

きであろう。

（註）

1）KarlPeterThunbergoツンペルグ（又はトウンペリ

ー，或ひはツソペルヒともいふ）は瑞典国植物学の大家

リンネ（CarlvonLinnも）の高弟，ウプサラ大学にて

医学を修め，巴里に到りて解剖学及び外科学を修め，動

植物研究のため1774年，和蘭の東印度会社の医員とな

り，翌年，日本に来る。在留一年四ケ月，其の間，日本

人門弟の吉雄耕牛・桂川甫周・中川淳庵・渋川図書・佐

佐木文次郎に対して医学の外，剛植物学，鉱物学，天文

学，経済学などを伝えた外，日本植物を研究す。（『編

年史』ｐ､225）

２）EngelbertKiimpfEro1651年，ドイツ，レムゴ（Ｌｅｍ‐

ｇｏ）に生る“1674年，クラカウ大学にて，哲学，外国

語，歴史，博物学などを修む。こ秘で，マギステルの学

位（文学士）を得る』後，ケーニヒスペルグにて，医

学，博物学（物雌学）を修業す。また，薬学をも修む°

1685年，和蘭東印庇会社に雁はれ，船医となる。１６９０

年，商館付医員として，ｎ本に渡来｡「病める日本人に

は医薬を与へて之を救ひ，物知りたがる入念には天文・

数学・医学を教え，其他，交はりする人々には欧州之酒

の幾多の豊富なる種類を与へて感情を和らくる様心掛た

り。之によって日本人より秘会のことを伝へ聞き，当時

外人の知得ざりし宗教・宮廷其他重要なことまでを知り

たるが，殊に之を助けたるは彼に僕として仕へ彼より医

学外科の教えを受けた年若き日本人なりき｡｣こうして，

1692年，日本を去った。（以上，呉秀三訳註「ケンプェ

ル江戸参府紀行（上)』〔異同叢書，第６巻〕所栽の「ケ

ンプェル小伝」に拠る｡）

在日中，江戸随行２回。『日本志』『日本植物記図譜』

ｒ外国奇事』等を撰す。（以上，『細年史』に拠る｡）

３）いわゆる日常の諦事・諸用のほかに，大名の出島，闘船

訪問や，蘭人の長||冊市中遊歩（薬草採取）といったこと

も行われた。これらに際しての緒規定に関しては，『通

航一覧巻之151』参照‘この実例は，『ロ記』にみるこ

とができる。後者の例として，例えば，1649.3.9の記事

に，「部下商館員八人が奉行の許可を得て，通詞二人，

ポンジョイニ人と共に遊楽のため郊外に出た。外科医師

も薬用の草根及び新薬採集のため同行し、採集した品を

多く持帰った｡」（1649.6.22,1652.5.1,1654.5.25にも

みえている｡）

４）貿易時期の業務規定に関しては，「通航一覧巻之151」

や，「阿蘭陀通詞目付大小通詞並末席稽古通詞内通詞小

頭筆者小使勤方帳」（1805〔文化２〕年差出）（渡辺文

庫316-14-9,県立長崎図描館蔵）に，窺うことができ

る。これらの史料には，貿易期以外の時期の業務につい

ても窺うことができる。ついでに付記しておくが，「日

記」は，ここに整理して掲げた１～８のすぺてにわたる

材料を提供してくれると思う。

５）例えば，「日記』，1652.11.29の記事に「安海の船が既に

出帆の準備を終ったので，総督閣下とタイオワソの長官

並びにファン・デル・プルフ君宛の雷翰とその日本語訳

文に，通詞たちと予と軒名したものを添えて喜右衛門殿

に差出し，同船に托する許可を求めたところ，速やかに

返されたので，通詞乙名たちの面前で封じた上，ジャン

ク船の長に渡し，唆全に届け方を頼ませた｡」とあり，ま

たツンペルグは，そのｒ日本紀行」に，「欧州人は封を

した手紙を受取ることは出来ない。手紙は凡て通訳が目

を通さねばならぬ。通訳はなほ他の書類全部に目を通す

義務を持ってゐる。雑督教に関する書籍は厳重に禁ぜら

れてゐて，ことに絵入のものは喧しいが，欧州人を楽ま

さんがために或る数の槽籍は許されてゐる。泣典語，伊

太利語，瑞典語，独逸語の本は他の国語に比し容易に許

される。それは，通訳はこれらの国語は読めないからで

ある｡」（〔異国叢害〕，ｐｐ､３１～32）と書いている。

６）「阿蘭陀風説書とは，長崎入津のオランダ船がもたらし

て幕府に呈上した海外情報」（板沢：交渉史，ｐ､178）

をいい，1641.7.24の「日記」の記事に，すでにこのこ

とがみえる。（なお，五のＨの註(3)の②，参照）

７）具体的様子は，「日記.I，各穂の江戸参府紀行文（例え

ば，ケンプエル，ツンペルグ，シーポルトなど)，「蘭学

事始」などにうかがうことができる。江戸滞在中の一例

は，先にひいたツソペルグの『日本紀行』にみることが

できる。（本号，ｐ､58参脳）

８）「日記』・『通航一随』参照”

９）例えば，大通調西吉兵術は，１６５６（明勝２）年，「甲斐

庄喜術門嫌御在勤之節南蛮文字之天文書和解被仰付吉兵

衛南蛮文字を雛長崎怖将向井玄松和字を以写之乾坤弁説

与申倭書二翻訳仕謹上申候」（「明和８年書上由緒書』，

西吉郎平，書上分に拠る｡）

また，大通詞桝林春育（鎖山）は，１６８５（貞享２）年

フランスの外科医Ａ・パーレ（AmbroiseParさ）の著

書の蘭訳本を得，商館付蘭医の助力をも経て，１７０６（宝

永３）年，抄訳完成。『紅夷外科宗伝』（六巻三冊，有し

図)。（ｒ編年史』，ｐ､128,ｐ､130,ｐ､140)。但し，杉

本編：科学史，ｐ､220の記述に拠れば，「実際は同書の
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翻訳でもなければ，その内容を忠実に紹介したものでも
ない.Ｊとある。

また，１７２５（享保10）年渡来の，オランダ乗馬師ケイ
ズル（11年間滞留）が，１７２９（享保14）年，二度目の参
府に際し付添った大通詞今村市兵衛（英生）は，この

時，「騎法・療法の書を識訳すべしとの命」を受け，「市
兵衛，蘭書に拠りて，『阿蘭陀馬書』（十五巻）を和解
す。蘭書の翻訳は，此の書を以て最先とすべし，叉この

時，通詞に命じて，『阿蘭陀本草」と「馬療法』とを訳
せしむ｡」（以上，『編年史』ｐ､164）杉本編：科学史，

ｐ､222に拠れば，「オランダ人ケイゼル（Ｈ､Ｊ・Keijser）
が幕命で，市兵衛に、述した知識を，かれが翻訳したも

ので，オランダ馬書そのものの翻訳ではない｡」とある。
其他，1697年以前に，本木良意によって試みられた

『和蘭全躯内外分合図』（1772年刊）の翻訳について，

杉本編：科学史，ｐｐ,220～221は，「翻訳がきわめて拙
く，訳者が理解し兼ねるところは．漢方の理論で補うと
いうことさえやっている｡Ｊと書いている。

いずれにしても，これら通詞にとっての語学学習のチ

ャンスとしては，こうした機会が存立しえたことは確か

である。

また，『蘭学事始』には，「昔，長崎にて西善三郎は
マーリンの釈辞書を全部翻訳せんと企てしと聞きしが，

手はじめまでにて，事成らずと聞けり。明和安永の頃に

や，本木栄之進といふ人，一二の天文暦説の訳書ありと

なり。その余は聞くところなし』（ｐ､57）とある。

１０）『日本洋学編年史」を中心に，こういう事情で生じた学
習チャンスの例を拾ってみる。

１．１６４０（寛永17）年，「阿婿港より葡萄牙の使節ル
イス・パエス･パチエコの一行七十四人，長崎に入港

す。長崎奉行に書翰を提出して（中略）通商再開の諒

解を求む』（ｐ､88）

２．１６４３（寛永20）年，「五月十二日，筑前国大島

（略）にジャング船一隻漂蒜す。船中に天主教の神父

（略).吉利支丹同宿のもの五人あり。執れも（略）日

本人に扮して潜入したるものなり｡」（ｐ､92）

３．同年「六月十四日，和蘭の金銀鳥探検船プレスケ

ンス（Breskens）号．奥州南部領の山田浦（釜石と

宮古との中間）に漂着す｡」（ｐ､93）（『日記』，「通航

一覧巻之251」参照）《この際の日本側の取扱のお礼

として，後，特別の使節が来航す。1649年。ｐ､99》

４．１６４４（正保元）年，「異国船一隻，難破して薩摩国

の桜島に漂着す.」（ｐ､95）

５．１６４７（正保４）年，「六月廿四日，黒船二隻（補輔

牙の使節船サン・ジョアン号，サント・アンドレー号）

長崎に入津し，使者の一人シケイラ・デ・ソンデ，書を

奉行に提出して通商交易を請ふ。（略)」（ｐ､97）

６．１６６１（寛文元）年，「六月九日，和蘭船スホラーフ

エランデ号は，明の邸成功に台湾より逐はれたる和蘭人

百七十余人を乗せて長崎に入港す｡」（ｐ、108）（「通航

一覧巻之２５」参照）

７．１６７３（延宝元）年．「五月廿五日（陽暦六月十日)，

英国の東印度会社の商船レターソ（Return）号，長崎

に来航す。（略）検使の臨検後，昔日の如く通商交易の

許可を願ふため，英吉利国王の命を受けて来航せし旨を

伝ふ｡」（ｐ､118）（「通航一覧巻之253」参照）

８．同年，「七月五日（陽暦八月十六日),英国のレター

ン号の僚船エキスペリメント（Experiment）号，和蘭

国旗を掲げて長崎に入港す｡」（ｐ,118）

９．１６８５（貞享２）年，「六月二日，葡萄牙の商船サン

第11号１９７１

・パウロ（S昼opaulo）号は，伊勢の漂民十二人を護送
して阿霧港より長崎に入港す。（略）」（ｐ､127）
１０．１７０８（宝永５）年８月28日（陽暦10月10日．「羅馬
法王の命によりて，天主教布宣」の為，イタリヤ人宣教
師，ジ雪ウァソニ･パッテイスタ・シドッチ（Giovanni
BattistaSidotti)，大隅国屋久島より潜入，（ｐ,141）

マ、

11.1725(享保10)年，和蘭の乗馬師ケイズル（Keijer)．

長崎に渡来す。（西洋の乗馬術，馬療法を教示す6）（ｐ、
１５９，ｐ､160）（1735年帰国）．（ｐ､170）

（1727年，1737年にも，オランダの馬術師が来朝して，
馬術を伝授している6）（ｐ､162,ｐ､173）
１２．１７４７（延享４）年，「和間商船が漂流して，肥前平

戸領の六島に着せりと伝ふ。長崎の和蘭小通詞西善三

郎，官命により其の島に至りて蘭船を長崎に引戻すＪ
（ｐ､183）（『明和８年懇上由緒書』，楢林重右衛門，書上

分，参照）

13.1771（明和８）年，「七月，ハソベンゴロウ，露国

船に乗りて薩摩の大島に漂満し，長崎の和蘭甲比丹に宛
てたる独逸文の書面を以て，露西亜の南下野心を我が官

憲に報告せり』（ｐ､216）（｢ハンペンゴロウは日本流の

名にて。和蘭称のハン・ペニヨウスキー〔VonBeny‐
owsky〕の誰りなり。（略)」（ｐ､216）

（以上，1770年代を目途に，列挙した｡）

１１）羅葡日対訳辞書の出版に関しては，文禄３（1594）年，

吉利支丹版の「羅典葡萄牙日本対訳辞書』（一冊）が，

天草にて出版されている。（『編年史１，ｐ､30,ｐ,33）

英生使用の辞欝が，これであったかどうかは分らない

が，「ラテン語辞書」の存在は，考えられないことでは

ない。

１２）公の出仕命令は，必ずしも，この段階から始まるとは限

らない。稽古通詞，ある場合には，いきなり，小通詞か

ら始まることもあった。それなりに特殊な事情はあった

にしても。

１３）「日記（今村)」の1695.9.26の記事に，「本日奉行は三

名の稽古通詞を任命した。第一，森山多吉と称するは葡

語に。此ものは前に通詞の助手を勤めてゐたが，去る二

十二日此処で試験を受けたとき，読み書きには相当に熟

練してゐた」（今村：祖英生，ｐ,71）とあるが，「通詞

の助手」となって，学習にはげむということもあったの

かと思はれる。『由緒書』に，何度か出てくる「兼而稽

古仕」ということの内容の一つは，こういうことなのか

もしれない。

１４）今村明恒氏は，1891（文久元）年，今村忠太郎書上由緒

書（今村：祖英生，所収，ｐ,19）の今村市兵術(源右衛

門，英生）についての分，「厳有院楳御代元禄辰年父市

左衛門内通詞小頭相勤候節同稽古士同八亥年稽古通詞罷

成（略)」（ｐ､19）のところを解して，「我家の由緒書

には父市左衛門内通詞小頭在勤の頃から蘭語の口稽古を

したと認めてあるのみである。市左衛門の内通詞小頭勤

務は天和元年に始まってゐるから，英生の蘭語会話稽古

は彼が11才の頃から始まったとしてよいであろう』（ｐ、

９６）として，「英生年譜」の1681（天和元）年，１１才の

ところに，「此頃より荷蘭語会話を蘭人に就て学ぶ，長

じて蘭館上席外科医方会計掛となり稽古通詞拝命に至る

まで勤務（蘭誌一)」（ｐ､２４）と記されている。由緒書

の「元禄辰年」（1688年，１８才）という部分を，どう解

されたのであろうか。オランダ人に屈われた時期にかか

わって，『日記（今村)』のｐ､71所赦では，「幼年時代か

ら」とあり，ｐ､２４では，「長じて」と解されている。

確たる根拠はないが，私は，この由緒書の記述を尊重し
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て，（元禄元辰）年（英生，１８才),オランダ人の使用人

となり，オランダ語の稽古をする，という風に解した

い。

'5）これは，既に，五のＨの(')の①に出した。なお，この命

令が出された原因を，沼田次郎氏は，１６７３（延宝元）年

５月，通商再開を求めて来航した英国商船「レターン号

事件に鑑みてであろう」（『洋学伝来の歴史』，昭35,ｐ，

９）と推測されている。

16）「口稽古」とすることが出来るかどうかわからないが，

一応，そう受取っておく。

17）Ｅ・ケソプェルは，稽古通詞について，次のように糊い

ている。「毎日我島に来り（口和蘭語及び葡萄牙語を学

習し，兼ねて）和蘭人・葡萄牙人等外人を取扱ふ作法技

術を練習し学び得んとするにて。彼等はまた和間船の荷

積・荷卸・水夫其他和蘭人の往来・発蒲・荷箱の検査

等，種為の機会に於て探偵人として，又監督人として用

ひらる｡｣（呉秀三訳註『ケソプエル江戸参府紀行（下)』，

異国叢謝，ｐｐ､398～399）（本研究（中),ｐ,６２参照）

18）このことは，稽古通詞の，第一線とかかわる業務に関係

してくるわけであるが，その具体的な様子は，『通航一

覧巻之151』及び，『阿蘭陀通調目付大小通詞並末席稽

古通詞内通詞小頭筆者小使勤方1帳』（文化二年差出）（前

出）を参照されたい。

19）『日記（板沢）』にみえる其他の稽古通詞の名を，本文

に引いた以外に掲示されているものを，以下に転記して

おく。

○1706（宝永３）．１．２６：「通詞異動あり。（中略）

稽古通詞中山喜右衛門らの名が見える｡」

○1711（正徳元）：「稽古通詞故大通詞岩瀬孫兵衛の

子孫助らが見える｡」

○1747（延享４）：「新稽古通詞ChisokijGoenda

（志筑か）らが見える｡」

○1787（天明７）．４．２７：「西吉太郎稽古通詞とな

る｡Ｊ

（以上すべて，板沢：交渉史，ｐｐ・’70～171）

20）Ｇｉｍｐｏは，西玄甫，Ｇｉｍｐｏの子息は，助次郎のこと。

（板沢：交渉史，ｐ,134,ｐ、170に拠る6）

21）同じものかと思われるが，板沢：二三の問瞳，ｐ､２５に

は，「1743年（寛保三年）１１月16日Scsemonの息子
Motogitarojemonといふ青年が奉行の名を以て

motogiNidayoを通じて来島オランダ語の稽古をはじ

めたことが見える｡」とある。

なお，これは，稽古通詞で，本木太郎右衛門である。

（渡辺庫輔；崎陽論孜，ｐ､202,参照）

22）「○『和解』はヤワラケとよむべし。和蘭語を日本語に
わ げ

移すことをクチ･ヤワラケ(口和げ)と云ふ°和解とは其の
上略なり。後世は音読してワケを通用とすれど，ヤワラ

ケを正しき呼称となす｡」（『編年史』ｐｐ、115～116）

23）横文字学習が，『蘭学事始』に書かれているよりずっと
以前から，確かに行われていたという見解は，いまや定

説となっているが，蘭日対訳辞書の出現が．ずっと遅れ

るということはどういう訳であろうか。簡単な，手づく

りのものもなかったのか。現存しないだけ，あるいは未

発見のせいなのであろうか。

「同業初生徒」の為の対訳辞書の試みは，さすがに西

善三郎が，1750年代にはじめている。そして，これが，

今日までのところこうした試みについて知られている最

も早いものである。但し，これも完成どころか，手をつ

けた程度で終っている。『蘭学事始』にも少し触れられ

ていることは，さきにもみた。もすこし詳しい事I情を，

大槻文彦「和蘭字典文典の訳述起原」（『史学雑誌』，第

９編第３号，明治31.3.10）にみることができるので，

これを引いておく。
ハ ル マ ワ ゲ

「対訳辞書の始めて成りしを『法爾末和解』と-す，寛

政八年稲村三伯の集成せしものなり（中略）此人の辞譜

を作りし顛末は本書の序に委し，此序文は文彦が伝家の

本書に存せるのみにて世の伝写本には無かるべしと思へ

ぱ全文を左に挙ぐ世に伝はらむことを欲してなり，

先是三十年所長崎の和蘭訳司西善三郎といふ人同業初

生徒の為に「マーリン」の言辞書を解釈せんとし，稲

を起してこれを果さず，其ＡＢ二三韻諸言語を訳せし

ものを見たり，後我良沢前野先生も亦徒弟蒙生のため

に此訳語の書蛎継W綱を撰んとして尚未
業を卒へず（後略)」（ｐ､13）（註：併せて，板沢：二

三の問題，ｐｐ､２５～26も参照）

24）特に，「内通詞小頭」の業務をうかがえるものとしては，

『通航一覧巻之151』，'1．阿蘭陀通詞目付大小通詞並末席

稽古通詞内通詞小頭筆者小使勤方帳』（文化二年差出）

参照。

25）文化元（1861）年，今村忠太郎書上，由緒書，及び『日

記（今村)』（1695.9.26）（今村：祖英生，ｐ,19及びｐ、

７１）

26）○１７０８：「一父善右術門儀宝永元申年（略）内通詞

小頭被仰付相勤居申候処同五千（1708…田中註）年

（略）薩摩之国屋久島江漂来仕候異国人御当地江差送
マ、

候節南蛮話通弁之者御吟味被遊候節右通達人数之内被

召出其節汐出島平日出入御赦免被遊候（略）

一享保六丑年（略）稽古通詞格二被仰付（略）

一享保九辰年（略）稽古通詞被仰付」（西敬右衛門，

誹上分）

○1708：「一祖父七郎左衛門儀（略）元禄十三辰
マ、

（略）内通詞小頭被仰付寛（宝が正し1,,…田中註）永

五子（1708…田中註）年（略）薩摩国屋久鴫江漂来仕

候異国人御当地江被差越候圃南蛮詞覚居申候者御吟味

被遊候節通達人数之内二被召出其節が平日出島出入御

赦免被遊享保（略）六丑年（略）稽古通詞同格被仰

付（略）同九辰年（略）稽古通詞被仰付」（茂節左衛

門，書上）

○1722：「祖父堀元右衛門（略）養父堀太左術門ヲ養

子二奉願御赦免之上享保七寅（1722）年内通詞小頭見

習被仰付出嶋出入阿蘭陀詞稽古仕毎度江府参勤之阿蘭

陀人江附添十三ケ年参府仕候（この時馬乗闘人ケイズ

ル来朝。これにかかわる御用を無事つとめ褒美を貰

う。また･･･田中，要約）江戸表首尾能相勤候儀ヲ以稽

古通詞被仰付」（堀儀左術門，書上）

以上の外，『通航一覧巻之148』にも，

○1729.6.22：「内通詞小頭稲部藤治兵術，松村又兵

術，塩屋五左衛門，出嶋江毎日出入被仰付」とある。

27）「通訳はこの烏（出島のこと…田中註）のうちに大きな

家を持ってゐる。これを通訳学校と云ふ。会社の船が荷

物の積卸をしてゐる間は，かなりの人数の通訳がここに

ゐるが，出帆後は毎日二・三名より外は来ない。そして

午後のかなり早い時刻に交代する。これは夜にならない

うちに家に帰れるやうにするためである｡」（山田訳註

『ツンペルグ日本紀行』，ｐ､67）

なおケンプエルの『江戸参府紀行（下）』（ｐ､343の

第13図）には，出島内の家屋の地図があり，通詞用家屋

一棟も図示されている。
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い。、下，偶目に触れたこの種の日本側の記録として

は，上記1797年の３人の元阿蘭陀通詞への「蛮学指南」

命令が，最も早いものである。この命令を受けて，どう

いう教育が実現したか，詳にしない。

一方，阿蘭陀通詞たちの履習語学も，鎖国当初の，ポ

ルトガル語中心から，’811:紀へ進むにつれてオランダ語

へと1低換する。その間に，ラテン語履習が少し含まれる

が，１７６０(宝暦10）年頃，本木栄之進（良永）は，蘭英対

訳書によって英語研究に手を付け，後約50年を経た1808

（文化５）年のフェートソ号事件を契機に，英語の本格

的研究が始まる3)。この１１:件を契機に，’809（文化６）

年，艮崎の通詞に，英禍と魯西亜語の兼学の命令が出て

いる4)。

魯西亜語については，１８０８（文化５）年，通詞馬場佐

十郎は，江戸天文台に召出され，命によって，伊勢の漂

民光太夫に就き，魯西亜諦を学び始めているの。

仏Ⅲ西語については，はやく，本木庄左術門に，その

志があり，独り研究を始めていたが，１８０８（文化５）年

２月，甲比丹ドウフの指導で，「仏蘭西語を研究すべき

事が命ぜられた･」（古賀：長崎洋学史（上)，ｐ･107）６）

しかし，上記の魯・英語兼学命令により，一時閑却に付

されていたが，１８１４（文化11)年，『諸厄利亜諮林大成』

の編修が成就し，英語研究が緒につくと同時に，再び熱

心に行なわれることになる7)。

独逸語への関心も，通詞にかぎらず，洋学者の間にひ

ろまっていった。通詞の中には，紅毛人に頼って，学習

を試みたものもいた8)。ドイツ語の本格的研究の動機と

なったのは，１８６５（慶応元）年以後プロシヤ側書翰は，

ドイツ語のみにすることを規定した1860（万延元）年の

日普条約の締結である。外交上の要請に備えるべく，蕃

書調所教授市川兼恭によって，ドイツ語の本格的学習が

始まった9)。

以上のように，通詞履習の語学の種類もその数を増し

てゆく。

では，江戸で，学的志向に貫かれて果された洋学研究

の勃興は，通詞世界にどのような影響を与えたであろう

か．「間学事始』は，こう書し､ている。

「昔，長崎にて西善三郎はマーリンの釈辞書を全部翻

訳せんと企てしと聞きしが，手はじめまでにて，事成

らずと聞けり。明和安永の頃にや，本木栄之進といふ

人，一二の天文暦説の訳書ありとなり。その余は聞く

ところなし。この人の弗子に志築忠次郎といへる一訳

士ありき･性多病にして早くその職を辞し，病を以て

世人の交通を謝し，ひとり学んで専ら蘭書に耽り，群

社会学研究科紀要6８

28）ケソプエルは，『江戸参府紀行（下)』（ｐ､204）に．
「外人との貿易商業に便利なるのため将軍は-･団の通詞

トソキソ

をぼき，年毎に給金を授けて，和蘭語・葡萄牙:吾・東京
語・逼羅語・三つの支那語・其他猶抵数個の国語を通訳
せしむ。此入念は概して頗る無学(口不熟練)にして,他

国語（□の性質と成立とに意を留めず）数個国語を取混
ぜて，日本語の常例に蝋じて発音し得るのみにて（口多
くは語格滅裂して其川に適せず）彼らと会談するには，
更に又別の通詞を要する程に理解し難きものなり｡Ｊと書
いている。

29）「上下二巻，天明３年９月（1783）玄沢27才の時に稿は
一応完成していたが，天明８年３月（1788）刊。オラン

ダ語学習の入門書｣。

なお，玄沢の長崎遊学は，1785年から1786年にかけて

の，５ケ月であり，長崎の通詞の下で語学修業をしてい
る。

（緒方富雄校註『蘭学事始』，岩波文庫，ｐ,96の註）

六結語

１７７１（明和８）年に始まる『解体新書」の訳梁は，西

洋科学に対する学的志向に攻かれて，成就された。「阿

蘭陀通詞」にとって残念なことには，この事業が，通詞

仲間から果されなかったことである。とはいえ，西洋科

学理解の必要条件である西洋語理解能力の維持・蓄積

は，鎖凶を契機に，通詞のひとりよくするところであっ

た。こうした前提を一つの礎石として，『解体新書」翻

訳・刊行という輝しき金字塔は，打ち建てられえたとい

えよう。

この翻訳事業が，洋学史上，一時期を画するものであ

ったとはいえ，一役職としての通詞職の，徳川体制にお

ける業務は，間断なくウ|き縦く。

その中で，語学教育に関しては，１７９６（寛政８）年２

月，小通詞助以下の者に。「蛮書蛮語等の和解各其所業

に従って課せら」'〕れ，以後，毎年２月・６月・’０月の

３度，試験をする命令が11'ている。また，１７９７（寛政

９）年９月23日には，元阿側陀通詞の「吉雄幸作，楢林

重兵衛，西吉兵衛」に，「御用蛮書の和解」及び「年少

の通詞共へ」の「蛮学指南」の命令が出されている2)。

これとかかわって，さきに引いたツンペルグ（1775年来

朝）は，稽古通詞が，「以前は和蘭人の許に入り，和蘭

の医者がこれに教授してゐたのである。今日では一等通

訳の許に習ひに行くのである。以前は好きな時に商館に

来られて，和蘭人の部屋に入れたのであるが，最早用の

ある日以外には来られなくなった』（前掲）と書いてい

る。はやく，1770年代に，あるいは，日本人だけの手に

よる，ある程度の意識的通詞教育組織が，出来上ってい

たのかもしれなし､が，このことにつし､ては，よく分らな

‐
ｌ
‐
‐
‐
１
１
‐

Ｉ
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｢阿蘭陀通詞」の語学学習について（下）６９

籍に目をさらし，その中かの文科の書を講明したりと

なり。文化の初年，古雄六次郎，馬場千之助などいふ

者，その門に入りて，力､の属文，並びに文章法格等の

要を伝へしとなり。この千之助は今は佐十郎（貞由）

と改名し，先年臨時の御川にて江戸に召し寄せられし

が数年在留し，当時御家人に召し||｝され，永住の人と

なり，専ら間書和解の御川を勤め，この学を好めるも

の，皆その読法を伝ふることとなれり。わが子弟孫

子，その教へを受くることなれば，各をその真法を得

て，正訳も成就すべし。さて，忠次郎は本邦和闘通詞

といへる名ありてより前後の一人なるべしとなり。若

しこの人退隠せずして在職にてあらば，却ってかくま

でには至らざるべきか。これ，或は江戸にてわが社の

師友もなくして，推してかの国の書を読み出だせるこ

とのはじまりしに，力､の人も憤発せるのなすところか

とも思はる｡」(1)p,57～58）

こうして，通詞の語学教育は，次第に組織化され，履

習語学の数も増加してゆき，また，通詞仲間からも，卓

越した洋学者が現われてくることにもなったのである。

一方，この時期には，通詞以外のＨ本人の語学力も，

一般洋学私塾作を通じて，贈進してゆく。また，時代の

要請は，幕府にも，洋学研究の機脚の設置をもたらす｡

オランダ天文茜の研究に端を発して，幕府天文台の内

に，「蕃書和解御川」という外国文i｢I｝の翻訳の為の新し

い部局が出来'0)，長崎通詞の外に，江戸でも，外交文書

翻訳のことにあたる御用所が設置されることになった。

1811（文化８）年のことである'1〕・ついで，１８５３（嘉永

６）年の米国艦隊の来航を契機に，この外交文書の取扱・

翻訳の規模を拡大強化した，独立の翻訳局が要請され，

1855（安政２）年，天文台訳局が独立して「洋学所」に，

翌年これを改め「蕃書調所」と称することにし，翌１８５７

（安政４）年正月開校。翻訳・教育・洋学統制等のこと

を担当することになる'2）。

さらに，諸藩においても，洋学の研究はさかんとなっ

てゆく。

こうした動きの中で，幕末・明治初年の対外政策の移

り行きとともに，徳川幕府の鎖国政策に由来した「阿闘

陀通詞」は，時代の使命を終えて，消えてゆくこととな

るわけである。

（註）

l）「寛政八丙辰（1796…'11中）年二月，唐紅毛小通詞助よ

り以下の雛，於御役所家業直試の儀あり，詩作唐話或は

小説等を読しめ，蛮醤蛮語等の和解各其所業に従て課せ

らる，自是年含二月，六月，十月三度宛直試可有之旨被

命之」（『通航一覧巻之148』）

（「長崎年表.Iにも，この記事あり｡）

2）「同（寛政，1797…田中）九丁巳年九月廿三日，元紅毛

通詞吉雄幸作，楢林重兵術，西吉兵衛蛮学功者にて，御

用蛮書の和解等相勤め，尚又年少の通詞共へ蛮学指南可

致旨被命之，為手当三人扶持宛賜之」（『通航一覧巻之

148｣）

（「長崎年表」にも，この記事あり｡）

なお，板沢：交渉史，ｐ・'７２に，

「１７９１（寛政３年）．１．１４吉雄幸作，楢林重兵衛，西
吉兵衛罷免，これは前掲由緒書に見える蘭人呈出文書

誤訳一件である｡」

という『日記」の記事がある。この事件に関しては，渡
辺庫輔：崎陽論孜，ｐｐ､３５～37,参照。

また，『長崎年表』，１８０９（文化６）年の記事に，

「九月新二蛮学世話役ヲ慨ク闘大通詞本木庄左衛門
小通詞馬場為八郎未永僅左衛門同並岩瀬弥十郎同末席

吉雄六次郎稽古通洞脇場佐-|･郎ヲ以テ之二充ツ」

とある。「蛮学世誌役」が，具体的にどういうことをす

るものであったかは，祥にしない。

（古賀：長崎洋学史（上),ｐ,194も参照）

３）『編年史』，ｐｐ、195～196及び,沼田次郎『幕末洋学伝』，

ｐｐ、201～202.

4）古賀十二郎「長崎洋学史（上)』，ｐ､194（詳しい)。

「長崎年表｣，１８０９（文化６）年の記事に，

「二月（略）蘭通詞六人ヲ撰ミ魯英両国語ヲ学ハシ

ム後数人ヲ加フ」「十月通詞一般蘭魯英国語ヲ兼学

セシム」

とある。

５）古賀：同上書，ｐ、185。『編年史』，ｐ､334.

6）『編年史｣，ｐ､333.

7）古賀：同上書，ｐｐ､107～108.

8）古賀：同上書，及び，沼田：同上書。

９）沼田：同上書，ｐｐ､229～２３０．

１０）沼田：洋学伝来の歴史，ｐ,94,ｐ,120.

11）「編年史』，ｐ､353.

12）沼田：幕末洋学史，ｐｐ､５５～65。
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